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第１　本書の位置づけ
本技術提案書作成要領及び様式集（以下、「作成要領」という。）は、公募型プロポーザル方式を用いて事業者を募集及び選定する際に、民間事業者（以下、「応募者」という。）が提出する提出書類の作成方法を示すものである。
第２　提出書類の作成要領
　１　プロポーザル参加資格確認申請書類
プロポーザル参加資格確認申請は、表1の書類をまとめてA4判ファイルに綴じ、３部及びＣＤ又はＤＶＤで２枚を提出すること。
表1　プロポーザル参加確認申請の提出書類
	提案書類
	様式
	備考

	プロポーザル参加資格確認申請提出書類一覧表
	様式Ⅱ-１
	代表企業が提出

	プロポーザル参加表明書
	様式Ⅱ-２
	

	応募グループの企業一覧表
	様式Ⅱ-３
	

	委任状（構成企業→代表企業）
	様式Ⅱ-４
	

	応募グループより業務発注予定の協力企業一覧表
	様式Ⅱ-５
	

	プロポーザル参加資格確認申請書
	様式Ⅱ-６
	

	誓約書
	様式Ⅱ-７
	

	以下、添付資料
	
	

	会社概要
	自由様式
	構成企業すべてに係るもの

	直近3期分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
	自由様式
	構成企業すべてに係るもの

	応募グループの共同企業体協定書
	自由様式
	構成企業すべてに係るもの

	過去10年以内に、国内の水道事業に関するPPP事業（DB方式等の発注方式）において代表企業として参加した実績を証明する書類の写し
	自由様式
	代表企業又は構成企業の少なくとも1社が提出

	設計業務の実施を担う者の一級建築士事務所の登録を証明する書類の写し
	自由様式
	設計企業で該当する企業及び当該資格を有する者が在籍している企業のうち、少なくとも1社が提出

	設計業務の実施を担う者の建設コンサルタント登録簿に上水道及び工業用水道部門の登録を証明する書類の写し
	自由様式
	

	設計業務の実施を担う者の技術士（募集要項に記載する部門）の在籍を証明する書類の写し
	自由様式
	

	過去10年以内に、国内において、施設能力10,000m3/日以上を有する浄水場の詳細設計(新設又は更新とし、耐震補強は含まない)実績を証明する書類の写し
	自由様式
	

	土木建築工事企業は土木一式工事及び建築一式工事、水道施設工事企業は機械器具設置工事及び水道施設工事、電気工事企業は電気工事につき特定建設業の許可を受けていることを証明する書類の写し
	自由様式
	工事企業で該当する企業が提出

	専任で配置する監理技術者又は主任技術者について、参加資格確認申請書の受付を行う日から起算して3ヶ月以上前から直接的な雇用関係にあることを証明する書類の写し
	自由様式
	

	令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿（建設工事）に「土木工事」として登録されていることを証明する書類の写し
	自由様式
	土木工事企業で該当する企業が提出
※募集要項に記載する参加資格要件を満足することを証明するための書類

	地元企業は令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿の総合点数、市外業者は経営事項審査点数（Ｐ点）がわかる書類の写し
	自由様式
	

	過去10年以内に、国内において、施設能力10,000m3/日以上を有する浄水場の土木工事（主要な浄水場構造物の新設又は更新）を施工し、引き渡した実績を証明する書類の写し
	自由様式
	

	令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿（建設工事）に「建築工事」として登録されていることを証明する書類の写し
	自由様式
	建築工事企業で該当する企業が提出
※募集要項に記載する参加資格要件を満足することを証明するための書類

	地元企業は令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿の総合点数、市外業者は経営事項審査点数（Ｐ点）がわかる書類の写し
	自由様式
	

	令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿（建設工事）に「機械器具設置工事」として登録されていることを証明する書類の写し
	自由様式
	機械設備工事企業で該当する企業が提出
※募集要項に記載する参加資格要件を満足することを証明するための書類

	地元企業は令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿の総合点数、市外業者は経営事項審査点数（Ｐ点）がわかる書類の写し
	自由様式
	

	過去10年以内に、国内において、施設能力10,000m3/日以上を有する浄水場の機械設備工事（主要な浄水処理設備の新設又は全面更新）を施工し、引き渡した実績を証明する書類の写し
	自由様式
	

	令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿（建設工事）に「電気工事」として登録されていることを証明する書類の写し
	自由様式
	電気工事企業で該当する企業が提出
※募集要項に記載する参加資格要件を満足することを証明するための書類

	地元企業は令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿の総合点数、市外業者は経営事項審査点数（Ｐ点）がわかる書類の写し
	自由様式
	

	過去10年以内に、国内において、施設能力10,000m3/日以上を有する浄水場の電気工事（浄水場の集中監視及び計装設備一式等の新設又は全面更新）を施工し、引き渡した実績を証明する書類の写し
	自由様式
	

	提出書類の電子データ一式
	ＣＤ又は
ＤＶＤ
	-

	プロポーザル参加資格確認結果等の郵送のための封筒等（※1）
	-
	-


※1：返信用封筒は、表に申請者（代表企業）の名称、住所及び担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた切手（返信書類はA4　1枚）を貼った長3号封筒とする。
　２　技術提案書提出時の提出書類
技術提案書（以下、「提案書」という。）提出時は、表2の書類を提出すること。
表2　技術提案書提出時の提出書類
	提案書類
	様式
	部数

	表紙　提案書　等
	様式Ⅳ-１
	

	業務全体に関する事項
	様式Ⅳ-２
	正本1部
副本10部


	調査・設計に関する事項
	様式Ⅳ-３
	

	施工に関する事項
	様式Ⅳ-４
	

	運転・維持管理に関する事項
	様式Ⅳ-５
	

	技術提案書概要説明書
	自由様式
	

	要求水準チェックリスト
	様式Ⅳ-７
	

	その他リスト等（施設、設備、点検、修繕、維持管理費）
	様式Ⅳ-８
	

	施設計画図面集　※1
	自由様式
（参考様式Ⅳ-９,11
	

	内訳書（積算根拠）
	
	

	設計根拠図書（計算書・図面等）及び添付書類
	
	

	技術提案書の電子データ一式　※2 
	ＣＤ又は
ＤＶＤ
	２枚

	提案価格書
	様式Ⅳ-10
	1部


※１：施設計画図面等については別途A3判見開き製本も可。
※2：提案書を通して印刷できるようにしたデータとすること。
　３　作成要領
提案書に記載すべき事項は、要求水準書及び優先交渉権者選定基準を参考に作成をすること。
（1） 提案書様式集で提案及び提示を求めている全ての事項に関して記述すること。
（2） 各様式の記載事項については、概略図等を含めて提案内容が確認できるように記述すること。その他別添資料は、補足資料とする。
（3） 他の様式に関連する事項が記載されている等、参照が必要な場合には、該当する頁や様式番号を記入するなど、該当箇所をわかりやすく示すこと。
（4） 副本については、グループ名を伏せて選定を行うため、提案書等の記載に際しては、記載の指示がない限り、企業名、ロゴ、住所、氏名等、応募参加者が特定できる表現はしないこと。特定できる表現等がある場合、該当箇所及び関連する箇所について削除した上で審査を行う場合がある。
　４　書式等
（1） 使用する用紙は、表紙を含めて各規定様式を使用し、原則A4判縦長横書きとする。ただし、指定のある場合又は図表等でA4がふさわしくない場合はA3の使用を認める。また、カラー・モノクロは問わないものとする。
（2） A4が原則となっている頁数の制限はA4換算で行う。（A3　1頁＝A4　2頁）
（3） 各提出書類で使用する文字の大きさは、10.5ポイントを基本とする。ただし、図表内についてはその限りではないが、見やすいものとすること。
（4） 各提出書類に用いる言語は日本語、通貨は円、単位はSI単位とすること。
（5） 使用ソフトは、Microsoft Word、Microsoft Excel、及びCAD（dxf、sfcのいずれかの形式）を使用すること。
（6） 提出するデータは、図面データ以外はオリジナルデータとし、図面データはPDFファイルに変換したものとすること。
（7） 提出書類の1項目が複数頁にわたるときは、頁番号を振ること。
（8） ２穴綴じとし、フラットファイル、バインダー、紐綴じなどの簡易な綴じ方とする。
（9） 専門知識を有しない者でも理解できるよう、分かりやすい記載に努めること。
第３　提出方法
（1） 提出は、募集要項の「第８　9本業務に関する問合せ先」に、持参すること。なお、分割提出は認めない。
（2） 提出期限は、募集要項の「第５　1募集及び選定のスケジュール」に記載するとおりとする。
第４　その他
（1） 技術提案書の作成、提出など応募に関する費用は、応募者の負担とする。
（2） 定められた提出方法、提出項、提出先、期限に適合しない場合は、失格とする。
（3） 提案書に虚偽の記載をした場合は、失格とする。
（4） 提出書類は応募者へ返還しない。提出書類の著作権は、応募者に帰属するが、法令等に基づき、応募者の許諾を得た上で公表する場合がある。
（5） 提案書提出後において、原則として提案書に記載された内容の変更は認めない。
（6） 提案書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。
表3　様式集一覧
	様式番号
	項目
	頁数
（以内）

	様式Ⅰ
	募集要項等関係様式
	

	様式Ⅰ－１
	募集要項等に関する質問書
	制限なし

	様式Ⅰ－２
	資料提供・現地調査申込書
	制限なし

	様式Ⅰ－３
	資料提供及び現地調査に係る誓約書
	１頁

	様式Ⅱ
	プロポーザル参加資格確認申請書類様式
	

	様式Ⅱ－１
	プロポーザル参加資格確認申請書類一覧表
	２頁

	様式Ⅱ－２
	プロポーザル参加表明書
	１頁

	様式Ⅱ－３
	応募グループの企業一覧表
	制限なし

	様式Ⅱ－４
	委任状（構成企業→代表企業）
	制限なし

	様式Ⅱ－５
	応募グループより業務発注予定の協力企業一覧表
	制限なし

	様式Ⅱ－６
	プロポーザル参加資格確認申請書
	１頁

	様式Ⅱ－７
	誓約書
	１頁

	様式Ⅲ
	技術対話等提出書類様式
	

	様式Ⅲ－１
	参加資格の確認結果に関する説明の要求書
	１頁

	様式Ⅲ－２
	技術対話 参加申込書
	制限なし

	様式Ⅲ－３
	技術対話 事前質問書
	制限なし

	様式Ⅲ－４
	参加辞退届
	１頁

	様式Ⅲ－５
	プロポーザル審査結果通知書
	１頁

	様式Ⅳ
	提案書様式
	

	様式Ⅳ－１－１
	表紙　提案書
	-

	様式Ⅳ－１－２
	表紙　提案書　添付資料
	-

	様式Ⅳ－１－３
	目次　提案書　添付資料一覧表
	制限なし

	様式Ⅳ－２－１
	事業コンセプトへの対応に関する提案
	10頁以内

	様式Ⅳ－２－２
	実施計画に対する提案
	６頁以内

	様式Ⅳ－２－３
	地域経済・社会への貢献に関する提案
	４頁以内

	様式Ⅳ－３－１
	調査業務に関する提案
	２頁以内

	様式Ⅳ－３－２
	施設設計（土木、建築、機械）に関する提案
	15頁以内

	様式Ⅳ－３－３
	電気設備設計に関する提案
	９頁以内

	様式Ⅳ－４－１
	品質確保に関する提案
	４頁以内

	様式Ⅳ－４－２
	安全性確保に関する提案
	６頁以内

	様式Ⅳ－４－３
	周辺への配慮に関する提案
	２頁以内

	様式Ⅳ－５－１
	運転管理への配慮に関する提案
	２頁以内

	様式Ⅳ－５－２
	維持管理への配慮に関する提案
	６頁以内

	様式Ⅳ－６
	提案概要説明書
	２頁以内

	様式Ⅳ－７
	要求水準チェックリスト
	制限なし

	様式Ⅳ－８－１
	主要施設リスト（土木構造物）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－２
	主要施設リスト（建築構造物）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－３
	主要設備リスト（機械設備：浄水施設、薬注施設、送配水施設）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－４
	主要設備リスト（機械設備：排水施設）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－５
	主要設備リスト(電気設備：受変電・自家発電・直流電源・運転操作設備)
	制限なし

	様式Ⅳ－８－６
	主要設備リスト（中央監視制御設備）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－７
	主要設備リスト（計測設備）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－８
	年度別事業費
	１頁

	様式Ⅳ－８－９
	点検リスト（土木構造物）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－10
	点検リスト（建築構造物）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－11
	点検リスト（機械設備）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－12
	点検リスト（電気設備：受変電・自家発電・直流電源・無停電電源・運転操作設備）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－13
	点検リスト（中央監視制御設備）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－14
	点検リスト（計測設備）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－15
	修繕リスト（土木構造物）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－16
	修繕リスト（建築構造物）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－17
	修繕リスト（機械設備）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－18
	修繕リスト（電気設備：受変電・自家発電・直流電源・無停電電源・運転操作設備）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－19
	修繕リスト（中央監視制御設備）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－20
	修繕リスト（計測設備）
	制限なし

	様式Ⅳ－８－21
	維持管理費用計画(1)
	制限なし

	様式Ⅳ－８－22
	維持管理費用計画(2)
	制限なし

	様式Ⅳ－８－23
	維持管理費用計画(3)
	制限なし

	様式Ⅳ－９
	施設計画図面集
	制限なし

	様式Ⅳ－10
	提案価格書
	-

	様式Ⅳ－11－１
	提案価格内訳
	制限なし

	様式Ⅳ－11－２
	年度別事業費
	１頁


様式Ⅰ　募集要項等関係様式
（様式Ⅰ－１）
令和　　年　　月　　日
募集要項等に関する質問書
刈谷市水道事業刈谷市長
「水源浄水場施設更新設計施工業務委託」の募集要項等に関して、下記のとおり質問がありますので提出します。
記
	質問者
	会社名
	

	
	所在地
	


	担当者
	氏　名
	

	
	所　属
	

	
	電話番号
	

	
	メールアドレス
	


１．募集要項に対する質問
	No.
	頁
	大項目
	中項目
	小項目
	項目名
	質問の内容

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


２．要求水準書に対する質問
	No.
	頁
	大項目
	中項目
	小項目
	項目名
	質問の内容

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


３．事業者選定基準に対する質問
	No.
	頁
	大項目
	中項目
	小項目
	項目名
	質問の内容

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


４．提出書類作成要領及び様式集に対する質問
	No.
	頁
	大項目
	中項目
	小項目
	項目名
	質問の内容

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


５．設計及び建設工事請負契約書（案）
	No.
	頁
	大項目
	中項目
	小項目
	項目名
	質問の内容

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


※1　質問は、本様式１行につき１問とし、簡潔にまとめて記載すること。
※2　質問数に応じて行数を増やし、「Ｎｏ」の欄に通し番号を記入すること。
※3　項目の数字入力は半角を使用すること。
（様式Ⅰ－２）
令和　　年　　月　　日
資料提供・現地調査申込書
刈谷市水道事業刈谷市長
住　　　所
氏　　　名
名称及び
代表者氏名
「水源浄水場施設更新設計施工業務委託」に関する資料提供及び現地調査について、下記のとおり申し込みます。
記
	会社名
	

	部署名
	

	担当者名
	

	電話番号
	

	メールアドレス
	

	参加希望日時
	第１希望
	

	
	第２希望
	

	
	第３希望
	

	参加者氏名
	１
	

	
	２
	

	
	３
	

	
	４

	

	
	５
	

	資料の提供
	希望する　　・　　希望しない

	採水の希望
	希望する　　・　　希望しない

	備考
	


注1） 資料提供又は現地調査の日時は、希望日時の中から水道課が指定し、担当者宛に連絡する。参加日時は第１希望とならない可能性がある。
注2） 記入欄の追加・変更が必要な場合は、本様式に準じて適宜行うこと。
注3） 現地調査の参加人数は企業ごとに5名までとする。
注4） 参加資格確認申請書提出後は、応募グループ内で日程を調整した上で、現地調査を実施することが望ましい。そのため、備考欄に同一日に実施を希望する旨を記載すること。
（様式Ⅰ－３）
令和　　年　　月　　日
資料提供及び現地調査に係る誓約書
刈谷市水道事業刈谷市長
住　　　所
氏　　　名
名称及び
代表者氏名
「水源浄水場施設更新設計施工業務委託」に関する資料提供及び現地調査について、資料提供及び現地調査により得た情報等を本プロポーザルに係る目的以外で使用しないこと、また、この検討の範囲内であっても、水道課の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させたり、内容を提示したりしないこと。さらに資料提供及び現地調査により得た各種データは責任をもって削除・廃棄することを誓約します。
以上
様式Ⅱ　プロポーザル参加資格確認申請書類様式
（様式Ⅱ－１）
令和　　年　　月　　日
プロポーザル参加資格確認申請書類一覧表
	提案書類
	様式
	部数
	確認欄（※２）

	
	
	
	参加者
	本市

	様式Ⅱ　プロポーザル参加資格確認申請書類

	プロポーザル参加資格確認申請書類一覧表
	様式Ⅱ-１
	3部
	
	

	プロポーザル参加表明書
	様式Ⅱ-２
	3部
	
	

	応募グループの企業一覧表
	様式Ⅱ-３
	3部
	
	

	委任状（構成企業→代表企業）
	様式Ⅱ-４
	3部
	
	

	応募グループより業務発注予定の協力企業一覧表
	様式Ⅱ-５
	3部
	
	

	プロポーザル参加資格確認申請書
	様式Ⅱ-６
	3部
	
	

	誓約書
	様式Ⅱ-７
	3部
	
	

	以下、添付資料

	会社概要（構成企業すべてに係るもの）
	－
	3部
	
	

	直近3期分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書（構成企業すべてに係るもの）
	－
	3部
	
	

	応募グループの共同企業体協定書（構成企業すべてに係るもの）
	
	3部
	
	

	過去10年以内に、国内の水道事業に関するPPP事業（DB方式等の発注方式）において代表企業として参加した実績を証明する書類の写し　※代表企業又は構成企業の少なくとも1社が提出
	－
	3部
	
	

	設計業務の実施を担う者の一級建築士事務所の登録を証明する書類の写し　※設計企業で該当する企業及び当該資格を有する者が在籍している企業のうち、少なくとも1社が提出
	－
	3部
	
	

	設計業務の実施を担う者の建設コンサルタント登録簿に上水道及び工業用水道部門の登録を証明する書類の写し　※設計企業で該当する企業及び当該資格を有する者が在籍している企業のうち、少なくとも1社が提出
	－
	3部
	
	

	設計業務の実施を担う者の技術士（募集要項に記載する部門）の在籍を証明する書類の写し　※設計企業で該当する企業及び当該資格を有する者が在籍している企業のうち、少なくとも1社が提出
	－
	3部
	
	

	過去10年以内に、国内において、施設能力10,000m3/日以上を有する浄水場の詳細設計(新設又は更新とし、耐震補強は含まない)実績を証明する書類の写し　※設計企業で該当する企業及び当該資格を有する者が在籍している企業のうち、少なくとも1社が提出
	－
	3部
	
	

	土木建築工事企業は土木一式工事及び建築一式工事、水道施設工事企業は機械器具設置工事及び水道施設工事、電気工事企業は電気工事につき特定建設業の許可を受けていることを証明する書類の写し　※工事企業で該当する企業が提出
	－
	3部
	
	

	専任で配置する監理技術者又は主任技術者について、参加資格確認申請書の受付を行う日から起算して3ヶ月以上前から直接的な雇用関係にあることを証明する書類の写し　※工事企業で該当する企業が提出
	－
	3部
	
	

	令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿（建設工事）に「土木工事」として登録されていることを証明する書類の写し　※土木工事企業で該当する企業が提出
	－
	3部
	
	

	地元企業は令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿の総合点数、市街業者は経営事項審査点数（Ｐ点）がわかる書類の写し　※土木工事企業で該当する企業が提出
	－
	3部
	
	

	過去10年以内に、国内において、施設能力10,000m3/日以上を有する浄水場の土木工事（主要な浄水場構造物の新設又は更新）を施工し、引き渡した実績を証明する書類の写し　※土木工事企業で該当する企業が提出
	－
	3部
	
	

	令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿（建設工事）に「建築工事」として登録されていることを証明する書類の写し　※建築工事企業で該当する企業が提出
	－
	3部
	
	

	地元企業は令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿の総合点数、市街業者は経営事項審査点数（Ｐ点）がわかる書類の写し　※建築工事企業で該当する企業が提出
	－
	3部
	
	

	令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿（建設工事）に「機械器具設置工事」として登録されていることを証明する書類の写し　※機械設備工事企業で該当する企業が提出
	－
	3部
	
	

	地元企業は令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿の総合点数、市街業者は経営事項審査点数（Ｐ点）がわかる書類の写し　※機械設備工事企業で該当する企業が提出
	－
	3部
	
	

	過去10年以内に、国内において、施設能力10,000m3/日以上を有する浄水場の機械設備工事（主要な浄水処理設備の新設又は全面更新）を施工し、引き渡した実績を証明する書類の写し　※機械設備工事企業で該当する企業が提出
	－
	3部
	
	

	令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿（建設工事）に「電気工事」として登録されていることを証明する書類の写し　※電気工事企業で該当する企業が提出
	－
	3部
	
	

	地元企業は令和6・7年度刈谷市入札参加資格者名簿の総合点数、市街業者は経営事項審査点数（Ｐ点）がわかる書類の写し　※電気工事企業で該当する企業が提出
	－
	3部
	
	

	過去10年以内に、国内において、施設能力10,000m3/日以上を有する浄水場の電気工事（浄水場の集中監視及び計装設備一式等の新設又は全面更新）を施工し、引き渡した実績を証明する書類の写し　※電気工事企業で該当する企業が提出
	－
	3部
	
	

	提出書類の電子データ一式（データディスク）
	－
	2部
	
	

	プロポーザル参加資格確認結果等の郵送のための封筒等（※1）
	－
	3部
	
	


※１：　返信用封筒は、表に申請者（代表企業）の名称、住所及び担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた切手（返信書類はA4　1枚）を貼った長3号封筒とする。
※２：　提出書類の種類と部数を確認し、「参加者確認」欄をチェックすること。
（様式Ⅱ－２）
令和　　年　　月　　日
プロポーザル参加表明書
刈谷市水道事業刈谷市長
住　　　所
氏　　　名
名称及び
代表者氏名
「水源浄水場施設更新設計施工業務委託」に係るプロポーザルに必要書類を添えて参加を申し込みます。
また、当該プロポーザルの参加資格要件及び必要書類の内容については、事実と相違ないことを誓約いたします。
なお、参加資格要件を満たさなくなった場合に、参加資格を無効とされても異議申し立てを行いません。
記
1　件　　名　　水源浄水場施設更新設計施工業務委託
2　必要書類
担当者
所属
氏名
電話
メールアドレス
（様式Ⅱ－３）
令和　　年　　　月　　　日
応募グループの企業一覧表
	１　【代表企業：企業名】　　　　　　担当業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	 　商号又は名称
 　所在地
 　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
 　連絡先　氏名
 　　      所属
　　      所在地
　　      電話／ＦＡＸ
　      Ｅメール

	２　【構成企業】　　　　　　　　　　　担当業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	　商号又は名称
 　所在地
   代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
 　連絡先　氏名
 　　      所属
　　      所在地
　　      電話／ＦＡＸ
　      Ｅメール

	３　【構成企業】　　　　　　　　　　　担当業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	　商号又は名称
 　所在地
   代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
 　連絡先　氏名
 　　      所属
　　      所在地
　　      電話／ＦＡＸ
　      Ｅメール

	４　【構成企業（地元企業）】　　　担当業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	　商号又は名称
 　所在地
   代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
 　連絡先　氏名
 　　      所属
　　      所在地
　　      電話／ＦＡＸ
　      Ｅメール


（注）記入欄は適宜追加し、記入すること。地元企業に該当する企業は（地元企業）と明記すること。
（様式Ⅱ－４）
令和　　年　　月　　日
委任状
（構成企業→代表企業）
刈谷市水道事業刈谷市長
	提案参加者の
構成企業
	商号又は名称
所　 在　 地
代表者名

	同上
	商号又は名称
所　 在　 地
代表者名


私たちは、下記の企業をグループの代表企業とし、「水源浄水場施設更新設計施工業務委託」に関し、下記の権限を委任します。
	受任者
	商号又は名称
所　 在　 地
代表者名

	委任事項
	１　参加資格確認申請に関する件
２　提案に関する件
３　応募辞退に関する件


（様式Ⅱ－５）
令和　　年　　　月　　　日
応募グループより業務発注予定の協力企業一覧表
	１　【協力企業】　　　　　　　担当業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	　商号又は名称
 　所在地
 　代表者名
 　連絡先　氏名
 　　      所属
　　      所在地
　　      電話／ＦＡＸ
　      Ｅメール

	２　【協力企業】　　　　　　　担当業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	　商号又は名称
 　所在地
 　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　連絡先　氏名
 　　      所属
　　      所在地
　　      電話／ＦＡＸ
　      Ｅメール

	３　【協力企業】　　　　　　　担当業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	　商号又は名称
 　所在地
 　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　連絡先　氏名
 　　      所属
　　      所在地
　　      電話／ＦＡＸ
　      Ｅメール

	４　【協力企業】　　　　　　　担当業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	　商号又は名称
 　所在地
 　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　連絡先　氏名
 　　      所属
　　      所在地
　　      電話／ＦＡＸ
　      Ｅメール


（注）記入欄は適宜追加し、記入すること。
（様式Ⅱ－６）
令和　　年　　月　　日
プロポーザル参加資格確認申請書
刈谷市水道事業刈谷市長
住　　　所
氏　　　名
名称及び
代表者氏名
「水源浄水場施設更新設計施工業務委託」に係るプロポーザル参加資格の確認のために、必要書類を添付して申請します。
なお、募集要項等に定められたプロポーザル参加資格要件等を満たしていること、提出書類の記載事項及び添付資料のすべての記載事項が事実と相違ないことを誓約します。
（様式Ⅱ－７）
令和　　年　　月　　日
誓約書
刈谷市水道事業刈谷市長
住　　　所
氏　　　名
名称及び
代表者氏名
「水源浄水場施設更新設計施工業務委託」の応募に対する提出書類の一式は、募集要項、要求水準書及び契約書（案）等に示した条件及び水準等を満たし、又はそれ以上の条件及び水準等であることを誓約します。この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
様式Ⅲ　技術対話他提出書類様式
（様式Ⅲ－１）
令和　　年　　月　　日
参加資格の確認結果に関する説明の要求書
刈谷市水道事業刈谷市長
住　　　所
氏　　　名
名称及び
代表者氏名
「水源浄水場施設更新設計施工業務委託」における参加資格の確認結果に関する説明を要求いたします。
（様式Ⅲ－２）
令和　　年　　月　　日
技術対話 参加申込書
刈谷市水道事業刈谷市長
「水源浄水場施設更新設計施工業務委託」に係る技術対話に参加したく、申し込みます。
	入札参加グループ名
	

	代表企業商号又は名称
	

	担当者名
	

	電話番号
	

	FAX番号
	

	E-mailｱﾄﾞﾚｽ
	

	参加希望日時
	第１希望
	

	
	第２希望
	

	
	第３希望
	

	参加者１
	氏　名
	

	
	部署名及び役職
	

	参加者２
	氏　名
	

	
	部署名及び役職
	

	参加者３
	氏　名
	

	
	部署名及び役職
	

	参加者４
	氏　名
	

	
	部署名及び役職
	

	参加者５
	氏　名
	

	
	部署名及び役職
	


※　複数の企業で参加する場合には、「部署名及び役職」欄に企業名から記述すること。
※　記入欄の追加・変更が必要な場合は、本様式に準じて適宜行うこと。
（様式Ⅲ－３）
令和　　年　　月　　日
技術対話 事前質問書
　刈谷市水道事業刈谷市長
　「水源浄水場施設更新設計施工業務委託」の募集要項等に関して、対話での確認を希望する事項について、下記のとおり提出します。
	質問者
	応募グループ名
	

	
	代表企業
	

	担当者
	氏名
	

	
	所属
	

	
	電話
	

	
	電子メール
	


１．技術対話における確認事項
	No.
	書類名
	頁
	大項目
	中項目
	小項目
	項目名
	質問内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


※1　確認事項は、本様式１行につき１問とし、簡潔にまとめて記載すること。
※2　確認事項数に応じて行数を増やし、技術対話において取り上げたい優先順位の高いものから確認事項の上位に記述し、「No.」の欄に通し番号を記入すること。
※3　項目の数字入力は半角を使用すること。
※4　「項目名」欄には、項目名のついている項目で最下位のものの名称を記入すること。
（様式Ⅲ－４）
令和　　年　　月　　日
参加辞退届
刈谷市水道事業刈谷市長
住　　　所
氏　　　名
名称及び
代表者氏名
「水源浄水場施設更新設計施工業務委託」に係るプロポーザルへの参加を辞退いたします。
	■辞退理由

	辞退理由
	


（様式Ⅲ－５）
令和　　年　　月　　日
（商号又は名称） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　様
刈谷市水道事業刈谷市長
プロポーザル審査結果通知書
審査結果を次のとおり通知します。
件名：水源浄水場施設更新設計施工業務委託
審査結果：■契約の相手方となる候補者に決定しました。
契約等の手続きについては、別途連絡します。
■契約の相手方の候補とはなりませんでした。
貴社の順位　　　○位
貴社の総合点数　○点
契約相手方の候補者の名称と総合得点
△△（名称は開示）　　△点
他の参加者の名称と総合得点
Ａ（名称は伏せる）　　◇点
Ｂ（同上）　　　　　　●点
様式Ⅳ　提案書様式
（様式Ⅳ－１－１）
水源浄水場施設更新設計施工業務委託
技　術　提案書
グループ名
受付番号：●●
正本・副本
注）グループ名は１部（正本）のみ記載し、10部（副本）はグループ名を記載しないこと。
（様式Ⅳ－１－２）
水源浄水場施設更新設計施工業務委託
技術提案書　添付資料
グループ名
受付番号：●●
正本・副本
注）グループ名は１部（正本）のみ記載し、10部（副本）はグループ名を記載しないこと。
（様式Ⅳ－１－３）
	提案書　添付資料一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	様式番号
	添付資料番号
	ページ
	備  考

	様式Ⅳ－１
	１－１
	（連番とする）
	浄水フロー図

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


備考　添付資料番号は「様式Ⅳ－A－B」の場合、「A－B－１」「A－B－２」‥‥とし、同じ様式ごとに１から始める連番とすること。
（様式Ⅳ－２－１）
	事業コンセプトへの対応に関する提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【10頁以内】

	事業コンセプトへの対応について、以下の項目について次の視点から記述すること。
1 安全・安心な水を供給できる浄水場
· 日常の運転・維持管理が容易であること、原水水質や送配水量の変動に対しても柔軟な対応が可能となっていること、将来的な施設更新を考慮した配置計画となっていることなどの視点から提案を評価する。
2 災害に強く、安定的に供給できる浄水場
· 多系統化など浄水場機能の停止を防ぐためのリスク対策を講じていること、地震や洪水等の想定外の自然災害が発生した場合においても、被害を最小限に抑え、迅速な復旧を可能とする施設整備となっていることなどの視点から提案を評価する。
3 次世代へつなぐ先進的な浄水場
· ライフサイクルコスト（LCC）を考慮し、ポンプ制御方法の最適化、高効率モーターの導入及びICT技術の活用等を通じてエネルギー消費量の削減を図り、エネルギー効率に優れた浄水場を実現する提案を評価する。
添付資料（自由書式）
・ その他必要資料



（様式Ⅳ－２－２）
	実施計画に対する提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【6頁以内】

	実施計画に対する提案について、以下の項目について次の視点から記述すること。
1 業務実施体制
· 構成企業の配置人員、実績、連絡体制、セルフモニタリング方法、長期にわたる事業実施の安定性についての提案内容と具体性を評価する。
2 事業計画（スケジュール）
· 設計・施工計画（スケジュール）、工事等進捗の遅れ発生時の対応策等の提案内容と具体性を評価する。
添付資料（自由書式）
・ 業務実施体制表
（配置人員については、総括責任者と管理技術者及び現場代理人、その他必要な責任者を配置する。）
・ 役割分担表
・ 市との連絡体制表
・ その他必要資料



　

（様式Ⅳ－２－３）
	地域経済・社会への貢献に関する提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【４頁以内】

	地域経済・社会への貢献に関する提案について、以下の項目について次の視点から記述すること。
1 地域経済への貢献
· 地元企業における参画企業数（構成企業）及び請負金額等について評価する。
· 市内企業や県内産品を積極的に活用する等、地域経済・社会への貢献に関する提案を評価する。
添付資料（自由書式）
・ 必要資料



（様式Ⅳ－３－１）
	調査業務に関する提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【２頁以内】

	調査業務に関する提案について、以下の項目について次の視点から記述すること。
1 事前調査
· 提案する設計、建設業務に必要な調査業務の実施項目や対象範囲及び方法を評価する。
その他添付資料（自由書式）
・ 必要資料



（様式Ⅳ－３－２）
	施設設計（土木、建築、機械）に関する提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　【15頁以内】

	施設設計（土木、建築、機械）に関する提案について、以下の項目について次の視点から記述すること。
1 浄水処理計画
· 原水水質や水量の変動に対して、浄水水質要求水準を安定して満足できる整備内容（規模・能力、信頼性）となっているか、既存の排水処理施設を含む運用等の提案内容と具体性を評価する。
· また、水収支に対する考え方や妥当性を評価する。
2 薬品注入設備計画
· 原水水質の変動及び消毒副生成物対策等への考え方（薬品の種類、制御範囲、制御方法等）について、提案内容と具体性を評価する。
3 送水配水計画
· 該当区域への配水及び、配水池への送水（取水制限、停止）に関する提案内容の具体性及び妥当性並びに優れた提案を評価する。
· また、自己水停止時における県営水道からの水融通など非常時における提案も評価する。
4 全体配置計画
· 施設、設備、配管等の配置と設置高の考え方について、各施設の適切運転や維持管理性等を考慮し、提案内容の具体性（実現性）、合理性、自然災害への備え、及び見学者対応等を評価する。
5 景観及び外構計画
· 建築基準等の規制対応を前提とした周辺環境に配慮した外観（景観性）、メンテナンス性及び場内全体の外構整備の提案内容について評価する。
その他添付資料（自由書式）
・ 水収支計画書
・ 必要資料



（様式Ⅳ－３－３）
	電気設備設計に関する提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【９頁以内】

	電気設備設計に関する提案について、以下の項目について次の視点から記述すること。
1 中央監視制御設備
· 場内、場外施設の運転監視・操作性、システムの信頼性等の維持管理性の向上、工事期間中における既設浄水場の運転に影響を与えない切替方法に関する提案内容の具体性及び妥当性を評価する。
2 受変電・電力設備
· 設備容量、信頼性及び保守性、省エネルギー性、機器配置に関する提案内容の具体性及び妥当性並びに優れた提案を評価する。
3 設備停止リスクの低減
· 広域災害や設備故障等、設備停止リスクの低減について提案内容と具体性を評価する。
その他添付資料（自由書式）
・ 必要資料



（様式Ⅳ－４－１）
	品質確保に関する提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【４頁以内】

	品質確保に関する提案について、以下の項目について次の視点から記述すること。
1 品質確保・長寿命化
· 土木・建築・機械・電気の各工事における品質確保・長寿命化の提案内容と具体性を評価する。
添付資料（自由書式）
・ 必要資料



（様式Ⅳ－４－２）
	安全性確保に関する提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【６頁以内】

	安全性に関する提案について、以下の項目について次の視点から記述すること。
1 事故防止
· 本工事施工中における想定される事故に対する安全性の確保方法（想定される事故等に対する対応策、安全管理体制、工種間の調整等）について提案内容と具体性を評価する。
2 水処理の安全性（切替時）
· 浄水場の試運転時における性能確認作業と既存浄水場からの切替えに関する提案内容と具体性を評価する。
添付資料（自由書式）
・ 安全管理体制表
・ その他必要資料



（様式Ⅳ－４－３）
	周辺への配慮に関する提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【２頁以内】

	周辺への配慮に関する提案について、以下の項目について次の視点から記述すること。
1 周辺住民への配慮
· 工事期間中における、周辺住民への配慮に関する提案内容と具体性を評価する。
添付資料（自由書式）
・ 必要資料



（様式Ⅳ－５－１）
	運転管理への配慮に関する提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【２頁以内】

	運転管理への配慮に関する提案について、以下の項目について次の視点から記述すること。
1 運転管理
· 浄水量・原水水質の変動に対して容易に運転管理できる提案内容と具体性、施設引渡し前後の教育訓練等の運転管理の安定性確保、設計条件を逸脱した場合の対応に対する提案を評価する。
添付資料（自由書式）
・ 運転マニュアル作成方針
・ 教育訓練計画書
・ その他必要資料



（様式Ⅳ－５－２）
	維持管理への配慮に関する提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【６頁以内】

	維持管理への配慮に関する提案について、以下の項目について次の視点から記述すること。
1 保守点検、修繕計画
· 日常及び定期点検・保守点検等、計画的修繕計画、故障等発生時における対応等について、提案内容と具体性を評価する。
2 メンテナンスコスト
· 将来のメンテナンスコスト（動力費、薬品費、修繕費等）の妥当性について評価する。
その他添付資料（自由書式）
・ 定期点検計画書及び定期修繕計画書
・ その他必要資料



（様式Ⅳ－６）
提案概要説明書は、A3判横置き（自由様式　2枚以内）で作成すること。
要求水準チェックリスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式Ⅳ－７）
	要求水準書の項目
	No.
	チェック項目（要求水準）
	応募者
	本市
チェック

	
	
	
	提案書記載箇所(頁、行)
	チェック
	

	第１　総則
	－
	－
	－
	－
	－

	３　事業の考え方
	－
	－
	－
	－
	－

	（２）統括責任者の配置及び役割
	1
	· 事業者は、設計・施工期間を通じて、水道課との連絡窓口並びに構成企業内の調整を図る役割を担うとともに、本業務において要求する機能を確保するためのプロジェクトマネジメントを担う「統括責任者」を代表企業から1名選任するものとする。
	
	
	

	（３）有資格者の配置
	－
	－
	－
	－
	－

	
	①調査・設計業務
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア　管理技術者
	2
	· 事業者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め配置する。
· 管理技術者は、技術士法（昭和58年法律第25号）に定める技術士で上下水道部門（上水道及び工業用水道）の資格を有する者とする。
	
	
	

	
	
	イ　照査技術者
	3
	· 事業者は、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め配置する。
· 照査技術者は管理技術者を兼ねることはできない。
· 照査技術者は、技術士法（昭和58 年法律第25 号）に定める技術士で上下水道部門（上水道及び工業用水道）の資格を有する者とする。
	
	
	

	
	②建設業務
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア　土木一式工事
	4
	· 一級土木施工管理技士の資格を有する者
· 募集要項の土木工事に係る応募資格要件をすべて満たす企業の者
· 当該企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者
· 当該企業と見積入札執行日時点で3ヶ月以上の雇用関係にある者
· 監理技術者を配置する場合は、「土木一式工事」に係る監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を修了した日から5 年を経過していない者
	
	
	

	
	
	イ　建築一式工事
	5
	· 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者
· 募集要項の建築工事に係る応募資格要件をすべて満たす企業の者
· 当該企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者
· 当該企業と見積入札執行日時点で3ヶ月以上の雇用関係にある者
· 監理技術者を配置する場合は、「建築一式工事」に係る監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を修了した日から5 年を経過していない者
	
	
	

	
	
	ウ　機械設備工事
	6
	· 機械器具設置工事に係る建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当する者
· 募集要項の機械器具設置工事に係る参加資格要件をすべて満たす企業の者
· 当該企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者
· 当該企業と見積入札執行日時点で3ヶ月以上の雇用関係にある者
· 監理技術者を配置する場合は、「機械器具設置工事」に係る監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を修了した日から5 年を経過していない者
	
	
	

	
	
	エ　電気工事
	7
	· 一級電気工事施工管理技士の資格を有する者
· 募集要項の電気工事に係る参加資格要件をすべて満たす企業の者
· 当該企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者
· 当該企業と見積入札執行日時点で3ヶ月以上の雇用関係にある者
· 監理技術者を配置する場合は、「電気工事」に係る監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を修了した日から5 年を経過していない者
	
	
	

	（４）事業の実施状況のモニタリング
	－
	－
	－
	－
	－

	
	②事業者によるセルフモニタリングの実施
	8
	· 事業者は、自らの業務実施状況が要求水準を満たしているかを確認することを目的としたセルフモニタリング計画書を作成し、水道課の確認を得た後にセルフモニタリング業務を実施すること。
	
	
	


	４　基本事項
	－
	－
	－
	－
	－

	（１）前提条件
	9
	· 事業者には下記の（２）要求する機能を常時確保できる浄水処理システムを構築することを求める。
· 既存の水源浄水場を運転しながらその隣接用地に浄水場を更新する事業であることから、既存施設の浄水処理および運転維持管理の妨げにならない設計・施工計画を提案すること。
	
	
	

	（２）要求する機能
	－
	－
	－
	－
	－

	
	①計画浄水量
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	浄水能力
	10
	計画一日最大取水量：17,800㎥/日
計画一日最大処理水量：17,800㎥/日
計画一日最小処理水量：10,300㎥/日
	
	
	

	
	
	処理方式
	11
	· 事業者提案による
	
	
	

	
	
	留意事項
	12
	· 将来の水質リスクに対応する機械及び電気計装設備については、原則、本工事の対象外としているが、将来的な設備の追加を考慮し、構造物並びに付帯する配管等必要と思われるものを施すこと（将来的な設備追加時は水運用に影響を及ぼさないこと）。
	
	
	

	
	②原水水質及び浄水水質
	13
	· 原水水質は、「添付資料1　原水水質他（令和元年度～令和5年度）」に準ずるものとする。
· 浄水処理水質(要求処理水質)は、水質基準適合と同時にクリプトスポリジウムやPFAS等対策が可能、さらに将来的に懸念される水質リスクに対しても配慮したシステムとする。
	
	
	

	
	③耐震性能
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	土木構造物
	14
	重要度：ランクA1
・レベル１地震動に対して使用性を満足
・レベル２地震動に対して復旧性、安全性を満足
	
	
	

	
	
	建築構造物
	15
	構造体：Ⅱ類
建築非構造部材：A類
建築設備：甲類
	
	
	

	
	
	設備・機器
	16
	耐震クラスS
	
	
	

	
	④構造物及び設備の耐用年数
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	土木構造物
	17
	60年
	
	
	

	
	
	建築構造物
	18
	50年
	
	
	

	
	
	機械・電気設備
	19
	地方公営企業法に準じる
	
	
	

	
	
	配管（雨水・排水・小配管は除く）
	20
	40年
	
	
	

	
	⑤構造物及び設備の耐用年数
	21
	· 更新対象の施設については、計画水位（EL+9.00ｍ）に対し、施設稼働の継続に十分な浸水対策を行うこと。
	
	
	

	（４）自然災害等の対策
	22
	· 自然災害及び人為災害により被害のシナリオとして水源浄水場にどのような影響が生じ、浄水場システムが水量、水質、及び運用面において、どのような状態になるのかを想定し、その対策を考慮した設計であること。
· 「危機耐性」の考え方を取り入れ、想定する事象を超えた自然災害が生じた場合にも危機的状況を回避できる対策を考慮した設計であること。
· 想定する事象を超えた場合の具体的な性能（処理水量等）の設定は提案とする。
	
	
	

	（５）地域経済・社会への貢献
	－
	－
	－
	－
	－

	
	①地域経済への貢献に関する事項
	23
	· 市内企業（市内本店、市内支店又は市内営業所）、県内産品（県内で製造）を積極的に活用する等、地域経済に対する貢献に関する提案を行うこと。
	
	
	

	
	②地域社会への貢献に関する事項
	24
	· 地域社会への貢献の一環として、見学者対応施設等について、具体的な施設整備について提案を行うこと。
· 見学者ルートはユニバーサルデザインを取り入れたものとし、見学者の理解度、満足度が高い浄水場となるようにすること。
· 提案にあたっては、エリア分けを行うなど、浄水場における衛生管理が徹底されるよう十分配慮すること。
	
	
	

	
	③立地地区への配慮に関する事項
	25
	· 今回の業務は大規模かつ長期間の実施となるため、周辺住民から業務実施に伴う交通安全対策や周辺環境整備等、正当な要望があった場合は十分配慮すること。
	
	
	

	第２　細則
	－
	－
	－
	－
	－

	２　事前・事後調査業務
	－
	－
	－
	－
	－

	（２）本業務の実施にあたっての要求事項
	－
	－
	－
	－
	－

	
	①事前調査業務
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア　測量調査
	26
	· その他設計･施工に必要な部分の追加測量を実施すること。
	
	
	

	
	
	イ　地質調査
	27
	· 事業者提案の施設配置に伴い必要となる下記の追加調査すること。とくに、液状化地盤の挙動を動的解析（有効応力解析）等で照査する場合には、液状化強度や、地盤の動的挙動特性を詳しく把握できる調査を行うこと。
ａ ボーリング調査、ｂ 物理試験、ｃ 力学試験
	
	
	

	
	
	ウ　地下埋設物調査
	28
	· 管路、ケーブルおよび雨水路等の既存埋設物のルートおよびレベルの確認を行うこと。
· 現況図面をもとに現地調査し、埋設位置図の作成を行うこと。
· 必要に応じて埋設位置確認のため、試掘調査を行うこと。なお、試掘箇所は事業者提案による。
	
	
	

	
	
	エ　雨水・汚水排水経路の確認
	29
	· 工事用排水、常時の排水、豪雨時の排水等の経路を確認すること。
	
	
	

	
	
	オ　周辺環境の調査
	30
	· 騒音・振動・臭気・車両交通・家屋調査等について、調査を実施し、必要な対策を講じること。
	
	
	

	
	
	カ　土壌汚染調査
	31
	· 設計・施工に必要な調査を実施すること。
	
	
	

	
	
	キ　電波障害調査
	32
	· 施設周辺に対し、電波障害調査を実施し、障害が発生した場合には必要な対策を講じること。
	
	
	

	
	
	ク　上記のほか、本業務を行うに当たり必要な調査
	33
	
	
	
	

	
	②事前調査業務の実施に当たっての留意事項
	34
	· 測量、地質調査および試掘調査等の追加調査は事業者の責任で行うこと。
· ボーリング調査は必要な箇所数を行い 、適正な工学的基盤面を確認すること。
· 法的に必要な有資格者および業務に必要な能力・資質・経験を有する人員を適切に配置すること。
· 貸出する既存図面は、必ずしも最新の状況を反映しているものではないため、現地調査を行う際にはこの点に留意すること。
	
	
	

	
	③事後調査業務（施工に含む）
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア　周辺環境の調査
	35
	· 騒音・振動・臭気等について、調査を実施し、必要な対策を講じること。
	
	
	

	
	
	イ　電波障害調査
	36
	· 施設周辺に対し、電波障害調査を実施し、必要な対策を講じること。
	
	
	

	
	
	ウ　上記のほか、本業務を行うに当たり必要と判断される調査
	37
	
	
	
	

	
	3 関係機関説明会等の補助
	38
	· 関係機関説明会、住民説明会の資料作成及び説明会への参加等、水道課の補助を行うこと。
· 水道課が行うべきと考えられるものは除き、業務の実施に関する近隣住民対応については事業者が行うものとする。
	
	
	

	３　設計業務
	－
	－
	－
	－
	－

	（２）設計共通事項
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	
	
	
	39
	· 原水水質の特徴を踏まえ、浄水水質の要求水準を達成させる設計を行うこと。
	
	
	

	
	
	
	
	
	40
	· 機器の故障、各施設の点検・洗浄等の際にも、計画浄水量を確保できるよう適切な予備系列等を確保すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	41
	· 予備系列等の容量は、全体の有効容量には含めない。
	
	
	

	
	
	
	
	
	42
	· 本業務の基本方針を踏まえた提案とすること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	43
	· 維持管理や将来の更新のためのメンテナンススペースや、点検者や見学者の安全性等を踏まえた動線を確保できる施設配置とすること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	44
	· 管理棟（平成2年竣工）及び天日乾燥床（昭和50年～令和4年竣工）については、継続使用施設としているが、将来の更新スペースや維持管理の効率化を目的として配置計画や施設の構造、概算費用等を提案すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	45
	· 維持管理が容易な設備、構造であること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	46
	· 見学コースはユニバーサルデザインを取り入れたものとすること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	47
	· 全ての設備、部屋には使用目的がわかるように銘板又はプレートを設置すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	48
	· コンクリート構造物（雨水排水用の桝等は除く）は、漏水及び劣化対策に配慮した提案とすること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	49
	· コンクリート構造物（水槽構造物を含む）の外部仕上げは美観に配慮し、周囲の景観との調和を図ること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	· 使用する水道機材の規格はJWWA 規格を採用する。
· JWWA に規定されていない場合はJIS 規格とする。
· JWWA 及びJIS 規格に規定されていない場合は業界規格（JDPA 等）または同等品とする。
· 規格は、契約時点において最新版を適用するものとする。
	
	
	

	
	
	
	
	
	51
	· 管廊等の排水について、自然流下での排水が不可能な場合には、排水ピットを設け排水ポンプを常設、故障時においても排水が可能なものとすること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	52
	· 排水ピットについては、満水検知設備を設置し管理棟で監視可能なものとすること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	53
	· 全ての槽の水位が現場だけでなく中央監視室で監視できること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	54
	· 水源浄水場の避雷対策を行うこと。
	
	
	

	
	
	
	
	
	55
	· 建築物、その他構造物の開口部高さの設定については、計画水位に対して、十分な浸水防止対策を行うこと。
	
	
	

	
	
	
	
	
	56
	· 使用機器、材料等は、維持管理性等を考慮し、極力汎用性がある製品を採用すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	57
	· 電気・機械設備の規格については、日本産業規格（JIS）、日本電機工業会規格（JEM）及び、電気学会電気規格調査会標準規格（JEC規格）によること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	58
	· 土木構造物や管路の設計においては、性能設計を適用し、要求する性能を達成できる範囲で経済設計を行うこと。
	
	
	

	
	
	
	
	
	59
	· 耐震計算等で、地震後の施設の状態を詳しく評価し、要求する性能を達成できることを確認すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	60
	· 構造物取り合い部の管路について、耐震計算等で構造物と管路の相対変位を算定し、設定する。
	
	
	

	
	
	
	
	
	61
	· 構造物の経年劣化について、法定耐用年数以上の年数において、水道施設として、使用性、安全性、第三者への影響（景観性等）を維持すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	62
	· 基礎形式については、事業者提案とする。
· ただし、構造物の機能を十分に発揮できるよう適切に変位を評価すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	63
	· 主要な土木施設の構造解析方法は提案事項とする。
· ただし、構造物や地盤の地震時挙動を正確に評価すること。
· また、各種性能を適切に評価すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	64
	· 施設の配置等による省エネルギーについて配慮すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	65
	· 鉄筋コンクリート水槽は、温度応力解析等によりコンクリート種類・膨張剤及び配力筋等による十分なひび割れ対策を行い、水密性を確保すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	66
	· 鉄筋コンクリート水槽は、コンクリート躯体で水密性を確保することを原則とし、コンクリート打設後に水張試験により漏水箇所をチェックし、必要に応じて適切な補修をすること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	67
	· 防水・防食塗装については事業者提案とするが、無塗装も認めるものとする。
· ただし、無塗装を提案する場合は根拠資料を提示すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	68
	· 施設の安全対策や浄水処理効率の向上（薬品使用量の削減等）を目的として、必要に応じて覆蓋を設置するもしくは有蓋構造とすること。
· ただし、維持管理性（清掃時の採光、維持管理時の昇降等）を考慮した設計とすること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	69
	· 土木-建築の複合構造物とする場合は、最新の基準書等を準拠し、適切に構造計算を実施すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	70
	· ステンレス水槽等ステンレス材料を土木施設に用いる場合には、JIS G 3101、3459、4303～4305、4317、4321、JIS Z 3321、3323 の規格に適合、または同等以上の機械的、化学的成分を持ち要求性能を満足する材料を使用すること。
· 塩素ガス等に接触する部分の材料はSUS329J-4L、他はSUS316 及びSUS304 を基本とする。
	
	
	

	
	
	
	
	
	71
	· 法面が必要な場合には、安全性の検討を行い、必要な措置を講じること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	72
	· 風況調査等にもとづき建物配置や外構を検討し、極力吹きだまりを発生させないこと。
· 維持管理に十分な動線、スペースを確保すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	73
	· 必要に応じ、維持管理を考慮した配管用のシャフト（PＳ）、ダクト用のシャフト（DＳ）、外気取入口、排気口には消音用のチャンバー室を設けること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	74
	· 人の出入り、機器の搬出入がスムーズに行えるような扉を設けること。
· 機器搬出入用の開口には扉またはシャッターを設けること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	75
	· 空調エリアの窓ガラスは省エネルギーに配慮すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	76
	· 各施設の維持管理が安全で容易に行えるように、通路、階段（滑り止め付き）、スロープ及び手摺等を設けること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	77
	· 搬入口には落下防止措置を講じること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	78
	· 美観に配慮し、必要な防音対策、結露対策を行うこと。
	
	
	

	
	
	
	
	
	79
	· 外部・内部の仕上げは、周辺環境との調和を図ると共に、維持管理についても留意し、清掃しやすく、管理しやすい施設となるように配慮すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	80
	· 騒音・振動を発する機器を設置する各部屋は、防音・振動対策を行うこと。
	
	
	

	
	
	
	
	
	81
	· ポンプの制御方式や高効率モーター等の導入、機器類の省電力化に配慮し、効率性の高いエネルギー消費量を抑えた設備とすること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	82
	· 日々の維持管理や保全管理、浄水量・原水水質の変化に対して容易に運転管理でき、かつ将来の施設更新も視野に入れた、維持管理が容易な浄水場とすること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	83
	· 先進技術（AI 等）の活用について、ランニングコストを踏まえて導入を検討すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	84
	· 浄水処理における諸元（浄水処理フロー、表面負荷率、ろ過流速、薬品の種類、注入点、注入率、混和・接触時間等）については、根拠を提示すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	85
	· 可能な限り自動及び手動運転が可能な設備・システムであること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	86
	· 主要な機器・計測装置等においての監視・操作を各現場及び中央監視室にて可能とすること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	87
	· 故障等により浄水処理に支障をきたす設備は、全て複数化により故障時対応が可能であること。
· なおバイパス等により一定期間休止しても要求水準事項を満足する場合には単独を認める。
	
	
	

	
	
	
	
	
	88
	· 設備の維持管理が容易に行えるように作業スペース及び歩廊等の設置に十分配慮すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	89
	· システムの構築にあたっては、機器の故障や点検等による機能低下を、極力、抑制するため、電源供給や制御系も含め、系統化や分割化に配慮すること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	90
	· 腐食性の高い場所の設備機器はSUS等の耐久性の高い材質とすること。
	
	
	

	
	
	
	
	
	91
	· 各施設の要求水準は（３）に示すが、それ以外は事業者の提案とする。
	
	
	

	（３）各施設における設計要求事項
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	構造物撤去
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	92
	· 原則、既存浄水場の撤去は含まれていないが、事業者の提案に基づく施設整備に関し、既存構造物の一部撤去が必要となる場合は撤去を行うものとする。
	
	
	

	
	
	イ
	93
	· 既存構造物を撤去する場合は、必要に応じてアスベスト調査を実施すること（処理費については本業務の対象外とする）。
	
	
	

	
	
	ウ
	94
	· 場内配管やケーブル類を撤去する場合は、原則、すべて撤去し、残置しないこと。
	
	
	

	
	
	エ
	95
	· 撤去工事は周辺環境に配慮して騒音・振動・粉じん等の対策を十分に施すこと。
	
	
	

	
	
	浄水・送水施設能力等
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	96
	· 施設能力（浄水施設能力）は以下のとおりとする。
・最大処理水量17,800㎥/日
・最小処理水量10,300㎥/日
・最大給水量16,500㎥/日
	
	
	

	
	
	イ
	97
	· 本浄水場は富士松配水区への直接配水と一ツ木配水場への送水を行っており、配水、送水の条件は以下のとおりとする。
・配水量　時間最大13.5㎥/分、日最大9.03㎥/分、時間最小2.50㎥/分
・最大送水量　5.21㎥/分
	
	
	

	
	
	ウ
	98
	· 水源浄水場の自己水源において取水停止となった場合、一ツ木配水場から水源浄水場への送水（逆送）が可能となる機能を有すること（富士松配水区への配水を行えること）
	
	
	

	
	
	エ
	99
	· 浄水処理方式の提案にあたってはクローズドシステムとすること。
	
	
	

	
	
	土木構造物
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	100
	· 土木構造物について、各構造物に含む設備等は事業者提案とする。
	
	
	

	
	
	イ
	101
	· 維持管理性に配慮した施設とすること。
	
	
	

	
	
	ウ
	102
	· 構造物は本業務期間終了後も設備を適宜更新しながら継続使用できる耐久性を有すること。
	
	
	

	
	
	エ
	103
	· コンクリート構造物は十分なひび割れ対策を行い、特に池状コンクリート構造物は水密性を確保すること。
	
	
	

	
	
	オ
	104
	· 池状構造物等について、一部が点検・修繕・事故等による停止する場合でも供給が継続できるように、施設の複数化及びバイパス管路の整備等を行うこと。
	
	
	

	
	
	カ
	105
	· 必要な越流・排水設備を設けること。
	
	
	

	
	
	キ
	106
	· 維持管理性、頻度を考慮して、適切に管廊や弁筐等を設置すること。
· 維持管理に十分配慮して配管類（管、弁、計装品）を設置すること。
	
	
	

	
	
	建築構造物
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	107
	· 建築構造物について、各棟に含む室、階数は事業者提案とする。
	
	
	

	
	
	イ
	108
	· 建造物の内壁については、不燃材料、防音材量、等必要な機能を満足すると共に、防寒、結露等対策を講じること。
	
	
	

	
	
	ウ
	109
	· 空調設備の規格等は、事業者提案とするが、電気室、次亜室、水質試験室等の薬品や設備類が設置される室内には原則として設置すること。
	
	
	

	
	
	エ
	110
	· 安全性に配慮した設計とすること。
	
	
	

	
	
	オ
	111
	· 屋根、外壁、窓等を含めて維持管理に配慮した設計とすること。
	
	
	

	
	
	カ
	112
	· 付帯設備については、設置環境に配慮した材料を用いること。
	
	
	

	
	
	キ
	113
	· 設備等の更新が考えられる部屋については十分な更新スペース、点検スペースを確保すると共に、設備等の更新に配慮した搬出入り口を設けること。
	
	
	

	
	
	ク
	114
	· 電力系統、計装・信号系統、屋外機器等、浄水処理に影響する施設、その他必要と考えられる設備等を含む施設には避雷針を適宜設置すること。
	
	
	

	
	
	ケ
	115
	· 見学者コースについては、水道課と協議を行い決定し、ルートのカラー舗装等、スムーズな見学が可能となるよう整備を行うこと。
	
	
	

	
	
	コ
	116
	· 見学者コース対象施設や会議室等、見学者が通行・使用する箇所については、ユニバーサルデザインを取り入れたものとし、見学者の安全性に十分な注意を払い、階段昇降設備、安全対策（階段・段差の滑り止めや手摺の設置等）、危険箇所への進入防止対策を講じること。
	
	
	

	
	
	サ
	117
	· 小学生の見学施設となることを考慮した動線・視線を確保すること。
	
	
	

	
	
	シ
	118
	· 各施設には設備機器の搬入及び搬出が可能となる搬入扉や搬入口、天井クレーン又はホイストクレーン（レールはステンレス製又は溶融亜鉛めっき仕上げ）を設けること。
· クレーンについては使用頻度、必要な資格者等を検討し、最適なものを事業者にて提案し、承諾を受けたものとすること。
	
	
	

	
	
	ス
	119
	· 全国瞬時警報システム（J－ALERＴ）を設置するスペースと電源を考慮すること。
· J－ALERT は水道課にて設置する。
	
	
	

	
	
	建築付帯設備
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	120
	· 建築基準法、消防法、エネルギーの使用の合理化等に関する法律等の関連法令の定めるところにより、熱環境・室内環境及び環境保全性が図られるよう計画する。
	
	
	

	
	
	イ
	121
	· 設備方式は、立地する地域的条件及び施設の規模・用途に留意のうえ、施設が有すべき性能を確保できるよう計画する。 
	
	
	

	
	
	ウ
	122
	· 騒音規制値を満たすように計画を行うこと。
	
	
	

	
	
	エ
	123
	· 衛生環境は、人体や機器への影響、設置機器の特性等を把握のうえ、使用目的に適する水量、水圧、水温、水質等に留意のうえ計画する。
	
	
	

	
	
	オ
	124
	· 設備の災害対策については、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による。
	
	
	

	
	
	カ
	125
	· 空調設備方式は、環境保全性、安全性、経済性、保全性、耐用性について、総合的に検討して選定する。
	
	
	

	
	
	キ
	126
	· 換気設備の設置対象室及び換気量は、建築基準法等、関係法令の定めるところによる。
	
	
	

	
	
	ク
	127
	· 換気設備は室内空気の浄化、新鮮空気の供給、臭気や有毒ガスの除去等を行い、室内環境を適正に保持できるよう計画する。
	
	
	

	
	
	ケ
	128
	· 排煙設備の設置対象及び排煙風量は、建築基準法等の関係法令の定めるところによる。
	
	
	

	
	
	コ
	129
	· 排煙方式は、原則として自然排煙とする。
· やむを得ず自然排煙が不可能な場合のみ、機械排煙を計画する。
	
	
	

	
	
	サ
	130
	· 給水設備は、必要水量を必要圧力で、衛生的に供給できるよう計画する。
	
	
	

	
	
	シ
	131
	· 排水設備は、原則として自然流下方式とする。
	
	
	

	
	
	ス
	132
	· 消火設備については、消防署と協議を行うこと。
· 消火設備の設置対象及び種類は、消防法等の関係法令の定めるところによる。
	
	
	

	
	
	セ
	133
	· 環境配慮型電線、ケーブル（EM 電線、EM ケーブル）を使用する。
	
	
	

	
	
	ソ
	134
	· 各室の照度は、室の用途、作業又は活動に応じて、そこに求められる水平面の平均照度を維持（以下「維持照度」という。）できるよう算出する。
· ただし、必要に応じて作業面の角度を考慮し、作業面の維持照度を確保できるよう計画する。
	
	
	

	
	
	タ
	135
	· 各室のグレア分類は、ランプの輝度及び作業環境を考慮して選定する。
	
	
	

	
	
	チ
	136
	· 照明器具は、室の用途、作業又は活動に応じて、配光、輝度、光色、演色性等を考慮するものとする。
· 保守性を考慮してランプの種類は、最小限になるよう検討する。
	
	
	

	
	
	ツ
	137
	· 照明器具は、作業領域内が適切な照度分布となるよう配置する。
	
	
	

	
	
	テ
	138
	· 建設設備設計基準「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修」で設計計画照度を設定する。
· ただし、建設設備設計基準はあくまでも庁舎を基準としており、浄水場施設に適さない箇所においては、JIS 照度基準を比較し今回採用値を設定する。
	
	
	

	
	
	ト
	139
	· 一般照明器具は、LED 器具を採用する。
	
	
	

	
	
	ナ
	140
	· 高天井照明器具は、一般照明器具と同様LED 器具を採用する。
	
	
	

	
	
	ニ
	141
	· 非常照明器具は、建築基準法施行令第126 条の4 に基づいて設置する。
· 維持管理上必要な箇所に、保安灯（電池内蔵形）として必要箇所に設置する。
	
	
	

	
	
	ヌ
	142
	消防法施行令26 条により誘導灯を計画する。
	
	
	

	
	
	ネ
	143
	· 誘導灯は高輝度型C 級を原則とする。
	
	
	

	
	
	ノ
	144
	· 誘導灯の非常電源は、電池内蔵型とし常時点灯とする。
	
	
	

	
	
	ハ
	145
	· 階段通路誘導灯は、常時点灯または減光方式の採用を原則とする。
	
	
	

	
	
	ヒ
	146
	· 建築設備設計基準「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修」により、コンセントの設置個数及び形式を計画する。
	
	
	

	
	
	フ
	147
	· 電灯分電盤は、高温多湿の場所を避け、保守・点検が容易な場所に設置する。
· 形式は原則として「露出形（鋼板製一般形）」とする。
	
	
	

	
	
	ヘ
	148
	· 屋外・湿気・腐食性ガス等の場所に設置する場合は「露出形（ステンレス製防水形）」を設置する。
	
	
	

	
	
	ホ
	149
	· 建築機械設備機器（給排気ファン、空気調和機等）の設置されている最寄りに動力制御盤を設置する。
· 屋外、湿気、腐食性ガス等の場所については「露出形（ステンレス製防水形）」とし、その他は「露出形（鋼板製一般形）」を設置する。
	
	
	

	
	
	マ
	150
	· 主遮断器が225 AF 超過になる場合は、幹線回路を切り分けて設置計画する。
· 一括故障警報接点を設ける。
	
	
	

	
	
	ミ
	151
	· 高さ20m未満の建築物・工作物に雷保護設備の設置義務はないが、重要な水を供給する施設であることから雷保護設備の設置が望ましいため、浄水機能に関わる部分は自主設置とする。
	
	
	

	
	
	ム
	152
	· 構内情報通信網は、データの種類、規模等を検討のうえ、施設運用形態に適したネットワークを構築する。
	
	
	

	
	
	メ
	153
	· 消防法施行令21 条に基づき火災報知設備を設置する。
	
	
	

	
	
	モ
	154
	· 地下階及び腐食性ガス等の発生する室については、総合盤（防水形）を使用する。
	
	
	

	
	
	ヤ
	155
	· 無窓階は、原則として煙感知器を設置する。
· 有窓階については、熱感知器を設置する。
	
	
	

	
	
	ユ
	156
	· 腐食性ガスの発生するおそれのある場所、湿気等のある場所については、煙感知器の誤動作がおこると予想され定温式スポット形熱感知器（防水形）を代替品として設置する。（所轄消防との協議による。）
	
	
	

	
	
	管路
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	157
	· 配管の管材は、日本工業規格（JIS）、日本水道協会規格（JWWA）に適合し、水理計画、管厚計算等により選定した適切な口径、管種の耐震管を使用すること。
	
	
	

	
	
	イ
	158
	· 埋設管等の管種は、GX形又はNS形ダクタイル鋳鉄管を用い、ポリエチレンスリーブ被覆を行うこと。
	
	
	

	
	
	ウ
	159
	· 異種管接続部には、絶縁対策を施すこと。
	
	
	

	
	
	エ
	160
	· 躯体との境界部には、沈下量を反映した伸縮可とう管を用いること（ゴム型は不可とする）
	
	
	

	
	
	オ
	161
	· 躯体貫通部においては止水を確保すること。
	
	
	

	
	
	カ
	162
	· 曲管・異形管部、バルブ設置部等においては、不平均力に対する適切な対策（管防護、一体化長さの確保等）を講じること。
	
	
	

	
	
	キ
	163
	· 露出管については、名称・水流方向を明示すること。
	
	
	

	
	
	ク
	164
	· 埋設管については、埋設標識シート及び地上埋設表示を適宜設置すること。
	
	
	

	
	
	ケ
	165
	· 次亜注入配管等の設備配管や電線管等について、安全かつスムーズに施設間の連絡を行うため、これらを収納するピット、ラック、ハンドホール等を適切に配置すること。
· 必要に応じて水抜き、結露、凍結対策等維持管理性に十分に配慮すること。
	
	
	

	
	
	コ
	166
	· 場内における流水の遮断、制御、水圧調整等を安全かつ有効に行うため、適切な型式及び使用のバルブ（右回りを開とする。）を必要な箇所に配置すること。
	
	
	

	
	
	サ
	167
	· 埋設バルブには弁室又は弁筐を設けること。
· 開閉札を設置すること。
	
	
	

	
	
	シ
	168
	· 流量計を設ける場合には、通水を停止することなく取外し及びメンテナンスが行える設備とすること。
	
	
	

	
	
	ス
	169
	· 埋設管に流量計を設置する場合は、バイパスを設置すること。
	
	
	

	
	
	セ
	170
	· 弁室や流量計室には、必要に応じて換気設備や排水設備を設けること。
· 水没の恐れがある場合は、水中形検出器等を採用するなど対策を講じること。
	
	
	

	
	
	ソ
	171
	· 工事後の洗管等を考慮して、ドレン管や空気弁を適切に配置すること。
	
	
	

	
	
	タ
	172
	· 薬注配管は耐食性を考慮したものとすること。
	
	
	

	
	
	機械設備
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	173
	· 要求される水質基準を満たすために必要な能力を確保すること。
· 必要な機器の台数およびその他前処理設備等については事業者提案とする。
	
	
	

	
	
	イ
	174
	· 点検や修繕等の維持管理性や将来の更新に配慮した形式・配置とすること。
	
	
	

	
	
	ウ
	175
	· 機器の台数及び予備機の有無等は、維持管理性及び安定給水の確保を図ることを前提に事業者提案とする。
	
	
	

	
	
	エ
	176
	· 使用材料は、耐久性、強靭性、維持管理性を考慮し選定すること。
	
	
	

	
	
	オ
	177
	· 災害又は事故等の緊急時に備えて、インターロック回路やバックアップ等のフェールセーフ機能を構築し、故障の影響を限定し、施設を安全に停止できるシステムとすること。
	
	
	

	
	
	カ
	178
	· 環境負荷、省エネルギー性を考慮して機器を選定すること。
	
	
	

	
	
	キ
	179
	· ポンプ形式は、運転方法、保守及び分解整備など維持管理性の優れた形式とすること。
	
	
	

	
	
	ク
	180
	· ポンプ急停止時における水撃作用の恐れがある場合は、その軽減策を施すこと。
	
	
	

	
	
	ケ
	181
	· ポンプの吸込管は、空気溜まりのできない配管形態とすること。
	
	
	

	
	
	コ
	182
	· ポンプの吐出管は、摩擦損失が小さくなるように考慮すると共に、逆止弁と吐出弁を設けること。
	
	
	

	
	
	サ
	183
	· ポンプの吸込水槽は、ポンプの据付位置にできる限り近くに設置・築造し、水流の乱れや渦巻が起きにくい形状とすること。
	
	
	

	
	
	薬品注入設備
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	184
	· 使用する薬品については、水道施設の技術的基準を定める省令（平成12 年厚生省令第15 号）第1 条十六を満足し、JWWA 規格に準拠した薬品を使用すること。
	
	
	

	
	
	イ
	185
	· 各薬品の最低注入量は、最小浄水量に対応可能とすること。
	
	
	

	
	
	ウ
	186
	· 貯蔵槽から注入点まで容易にメンテナンスが可能な計画とすること。
	
	
	

	
	
	エ
	187
	· 次亜注入設備は、薬品の品質保持のため、空調設備、冷却装置等を設置すること。
	
	
	

	
	
	オ
	188
	· 貯蔵槽は、2槽以上とし、注入機には予備機を設けること。
	
	
	

	
	
	カ
	189
	· 注入配管の閉塞や破損時に対応するため、予備配管を設置すること。
	
	
	

	
	
	キ
	190
	· 薬品注入量制御が必要な部分には、電磁流量計を設置すること。
	
	
	

	
	
	ク
	191
	· 注入量過多及び無注入の検知ができる構造とすること。
	
	
	

	
	
	ケ
	192
	· 配管材は、各薬品及び耐光性に適合した材質を選定すること。
	
	
	

	
	
	コ
	193
	· 薬品注入配管は、定期的に交換が容易にできるように、さや管内等に布設すること。
	
	
	

	
	
	サ
	194
	· 塩素等の薬品注入点は事業者提案による。
	
	
	

	
	
	シ
	195
	· 貯蔵槽形式、移送ポンプ、注入ポンプは事業者提案とする。
· ただし、維持管理性に優れた機器を導入すること。
	
	
	

	
	
	ス
	196
	· 各薬品の必要最低貯蔵日数は次の通りとする。
a）凝集剤は30日分以上とする。
b）消毒剤は20日分以上とする。
	
	
	

	
	
	セ
	197
	· 各薬品に対し必要な容量の防液堤を設け、貯留槽からの薬品漏洩を検出できる設備を設置すること。
· 防液堤からの排液方法を提案し、必要な設備を設けること。
	
	
	

	
	
	ソ
	198
	· 薬品漏洩時等に使用する中和剤等を適切に保管できるスペースを確保すること。
	
	
	

	
	
	タ
	199
	· 薬品の混合による有毒ガスが発生しないように、適切な安全対策を講じること。
	
	
	

	
	
	チ
	200
	· 薬品室は安全で十分な維持管理スペースを確保し、搬入が安全かつ迅速に行える施設、設備を設けること。
· 消毒設備の貯蔵は空調設備で品質の劣化を防止することとし、凝集剤の貯蔵を別に行う場合は、品質劣化をきたさないよう適切な貯蔵環境を確保すること。
· 床（防液提内含む）は耐薬品塗装を行い、清掃用の水栓を設置すること。
	
	
	

	
	
	ツ
	201
	· 薬品受け入れ設備を設置し、受入時に床に液漏れが生じない工夫を施すこと。
	
	
	

	
	
	電気計装設備
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	202
	· 更新施設で使用する電力を供給する電気設備についての設計を行うこと。
	
	
	

	
	
	イ
	203
	· 受変電設備、非常用電源設備、無停電電源設備、運転操作設備、監視制御設備等を設置する部屋の大きさは、十分な更新スペース、点検スペースを想定の上設計すること。
	
	
	

	
	
	ウ
	204
	· 電気設備点検時等においても、給水に影響を及ぼすことがないよう施設の稼働停止時間が最小限となるように停電区分等を検討し、必要な系統化や分割化を図ること。
	
	
	

	
	
	エ
	205
	· 特に重要な監視および制御等に使用する機器については二重化すること。
	
	
	

	
	
	オ
	206
	· 災害又は事故等の緊急時に備えて、インターロック回路やバックアップ等のフェールセーフ機能を構築し、故障の影響を限定し、施設を安全に停止できるシステムとすること。
	
	
	

	
	
	カ
	207
	· 精度を確保するための口径の選定および直管長を考慮し、維持管理等で必要となる水量を計測するための流量計を設置すること。
	
	
	

	
	
	キ
	208
	· 計装設備は、水処理設備の自動運転・制御に必要な計測項目等の連続監視を行うために設置すること。
· 計装項目は、流量、水位、圧力、水質計器等とし、原水、処理水、浄水等の処理設備毎に計測するものとする。
	
	
	

	
	
	ク
	209
	· 水量の測定は、原則として電磁流量計もしくは超音波流量計を設置すること。
· 電磁流量計を採用する場合は点検時を考慮してバイパス管等を設けること。
	
	
	

	
	
	ケ
	210
	· 水量管理及び浄水処理に必要な流量計を設置すること。
	
	
	

	
	
	コ
	211
	· 施設管理及び制御に必要となる水位、圧力を計測すること。
	
	
	

	
	
	サ
	212
	· 各計測値は、中央監視制御設備で監視が可能なものとすること。
	
	
	

	
	
	シ
	213
	· 計装信号には、計器内蔵とは別に避雷器を設けて、信頼性の向上をはかること。
	
	
	

	
	
	ス
	214
	· 電気主任技術者関係書類、電気設備設置に関する消防設備等関係官庁に提出が必要な書類を作成すること。
· 電気設備の保安規定等の資料作成について協力を行うこと。
	
	
	

	
	
	セ
	215
	· 受電に関する事前協議及び必要な書類作成、各種申請手続きを電気主任技術者の了解のうえ行うこと。
	
	
	

	
	
	ソ
	216
	· 電線、ケーブルは原則としてエコマテリアル（EM）材質とする。
	
	
	

	
	
	タ
	217
	· ケーブルダクト、ケーブルラックの材質はアルミ製もしくはステンレス製とすること。
	
	
	

	
	
	チ
	218
	· 電線管は耐食性、施工性、耐衝撃性を考慮して、屋外は厚鋼電線管、屋内はHIVEを使用すること。
	
	
	

	
	
	ツ
	219
	· 屋外配線は架空配線または地中配線とし、地中埋設配線は波付硬質ポリエチレン管（FEＰ）に収納すること。
	
	
	

	
	
	配水池
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	220
	· 配水池（浄水池）の有効容量は8,600㎥以上とすること。
	
	
	

	
	
	イ
	221
	· 点検や採水のしやすさ等、維持管理性に配慮した施設とすること。
	
	
	

	
	
	ウ
	222
	· 必要な越流・排水設備を設けること。
	
	
	

	
	
	エ
	223
	· 維持管理性、頻度を考慮して、適切に管廊や弁筐等を設置すること。
· 維持管理に十分配慮して配管類（管、弁、計装品）を設置すること。
	
	
	

	
	
	受変電設備
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	224
	· 受電方式は6.6kV、高圧２回線受電方式とする。
	
	
	

	
	
	イ
	225
	· 使用電圧は、原則として高圧６kV、低圧400V、200V、100Vとする。
	
	
	

	
	
	ウ
	226
	· 二重化の対象は事業者提案とする。
	
	
	

	
	
	エ
	227
	· 高圧閉鎖配電盤の保護構造は、JIS C62271-200に準拠すること。
	
	
	

	
	
	オ
	228
	· 低圧閉鎖配電盤の保護構造は、JEM－1265 に準拠すること。
	
	
	

	
	
	カ
	229
	· 受電盤主幹遮断器は、真空遮断器とすること。
	
	
	

	
	
	キ
	230
	· 主変圧器（事業者の必要容量とする。）はトップランナー変圧器（モールド型）を採用して、盤内に収納すること。
	
	
	

	
	
	ク
	231
	· 監視制御装置用電源及び断器の操作・制御用電源として蓄電池設備を設けること。
	
	
	

	
	
	ケ
	232
	· インバーター機器の使用等により高調波対策が必要な場合には適切な対策を行うこと。
	
	
	

	
	
	コ
	233
	· 避雷対策を行うこと。
	
	
	

	
	
	サ
	234
	· 主要な配電回路の消費電力の確認が行えるようにすること。
	
	
	

	
	
	非常用電源設備
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	235
	· 運転に必要な負荷、建築設備、直流電源装置、無停電電源装置等、通常の運転が可能な容量とすること。
	
	
	

	
	
	イ
	236
	· 非常用電源設備は、24時間以上の連続運転が可能なものとする。
	
	
	

	
	
	運転操作設備
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	237
	· 電気設備点検等においても、給水に影響を及ぼすことがないよう回路を二系統化、または二重化すること。
	
	
	

	
	
	イ
	238
	· 二系統化、二重化の対象は事業者提案とする。
	
	
	

	
	
	ウ
	239
	· 一定以上の容量の負荷始動回路については、始動電流抑制回路を設けること。
	
	
	

	
	
	エ
	240
	· 配電盤の保護構造は、JIS C62271-200、JEM－1265に準拠すること。
	
	
	

	
	
	オ
	241
	· コントロールセンタは、JEM－1195 に準拠、インバーター盤、動力制御盤はJEM－1265 に準拠する。
· 制御電源方式は原則個別電源方式とすること。
	
	
	

	
	
	カ
	242
	· 現場での運転操作を考慮した機器構成として、設置場所についても考慮すること。
	
	
	

	
	
	キ
	243
	· 誤操作防止となるような操作機構とすること。
	
	
	

	
	
	ク
	244
	· 屋外盤を適用する場合の材質はSUS 製とすること。
	
	
	

	
	
	ケ
	245
	· 水道課が管理する水道施設等（添付資料2）を一括管理できるシステムとすること。
	
	
	

	
	
	監視制御設備
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	246
	· 場外施設の遠方監視制御装置は既存設備を使用すること。
	
	
	

	
	
	イ
	247
	· 監視制御設備の更新期間中も場外施設の遠方監視制御機能を維持すること。
	
	
	

	
	
	ウ
	248
	· 当該施設の運用に支障をきたさないよう、切替時の影響を最小限に抑えること。
	
	
	

	
	
	エ
	249
	· データ蓄積期間は下記に示す以上とすること。また保存されたデータをCSV 型式またはエクセル型式で出力可能とすること。
（ａ）日報データ（分・時・日）  2年以上
（ｂ）月報データ（日・月）      24ヶ月以上
（ｃ）年報データ（月・年）      10年以上
（ｄ）トレンドデータ（1 分）    2年以上
（ｅ）履歴データ（動作・故障）  10,000件以上
	
	
	

	
	
	門扉、フェンス等
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	250
	· 浄水場への入場者管理が可能な設備を設置すること。
	
	
	

	
	
	イ
	251
	· フェンス等は場外からの危険物等の投げ入れ、侵入等が容易にできない構造とし、各種荷重等に十分に耐えうるものとすること。
	
	
	

	
	
	ウ
	252
	· 敷地周り全面（更新と既存が隣接する部分は除く）にフェンスを設置すること。
	
	
	

	
	
	エ
	253
	· 仕様・材質等は事業者提案とするが、維持管理性、耐久性、強度等に配慮すること。
	
	
	

	
	
	維持管理設備
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	254
	· 各施設の維持管理が容易となるように階段、スロープ及び手摺等を設けること。
	
	
	

	
	
	イ
	255
	· 仕様・材質等は事業者提案とするが、維持管理性、耐久性、強度等に配慮すること。
	
	
	

	
	
	搬入設備
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	256
	· 各施設には設備機器の搬入及び搬出が可能となる設備や開口等を設けること。
	
	
	

	
	
	場内整備
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	257
	· 更新浄水場内の場内整備を行うこと。
	
	
	

	
	
	イ
	258
	· 周囲の景観に配慮し、場内の緑化に努めること。
	
	
	

	
	
	ウ
	259
	· 維持管理上必要な位置に場内散水栓を設置すること。
	
	
	

	
	
	エ
	260
	· 夜間における場内の通行、施設監視及び各施設への寄り付きを安全に行うため、必要な屋外照明設備を設置すること。
	
	
	

	
	
	オ
	261
	· 屋外照明設備は原則LEDとし、その他の規格、数量、配置等については、事業者の提案による。
	
	
	

	
	
	カ
	262
	· 工事車両の通行も考慮した道路整備を行うこと。
	
	
	

	
	
	キ
	263
	· 薬品搬入車両、作業用車両等の作業・駐車スペースを確保すること。
	
	
	

	
	
	ク
	264
	· 消防署と協議の上、必要に応じて消防用設備を適切に配置すること。
	
	
	

	
	
	その他
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	265
	· 原水高濁度時に排水施設への負荷が増大する場合においても、浄水場全体の機能が損なわれないように施設規模を設定する。
	
	
	

	
	
	イ
	266
	· 雨水調整池容量は事業者提案とするが、浄水処理に関係する施設ではないため、浸水対策を施さなくても可とする。
	
	
	

	
	
	ウ
	267
	· 浄水場の運転切替に必要な配管・設備等を整備すること。
	
	
	

	
	
	エ
	268
	· 付近の農業用水路等に支障をきたさないように、適切な離隔を確保すること。
	
	
	

	
	
	オ
	269
	· 建物内の汚水及び雑排水は、浄化槽を設置し放流すること。
· 設置については、関係機関との協議の上、届出すること。
	
	
	

	
	
	カ
	270
	· 水質検査用等の薬品等を含む排水は適正に処理することとし、処理方法については事業者提案とする。
	
	
	

	
	
	キ
	271
	· 防火設備、消火設備及び危険物貯蔵所等を適切に配置すること。
	
	
	

	
	
	ク
	272
	· 適所に非常時等に給水車及びポリタンク等に給水することができる応急給水施設を設置すること。
	
	
	

	
	
	ケ
	273
	· 水質検査室において測定対象とする浄水等（各ろ過池及び配水）を採水可能とすること。
· 採水蛇口の排水は水処理のルートに戻して再利用可能とすること。
	
	
	

	
	
	コ
	274
	· 現場で各ろ過池から直接採水出来るように蛇口を設置すること。
	
	
	

	
	
	サ
	275
	· 既存のバイオアッセイ水槽にて魚類による原水（伏流水）、配水の水質監視が出来るように配管の接続等をすること。
	
	
	

	
	
	シ
	276
	· ろ過池濁度監視は、ろ過池１池につき濁度計１台で各ろ過池の濁度を常時監視できるようにすること。
	
	
	

	
	
	ス
	277
	· 連続自動水質監視が出来るようにすること（配水色度、配水残留塩素、配水PHは必須とする）。
	
	
	

	
	
	セ
	278
	· 主要な浄水処理施設は、濁度監視等を目的として、中央制御室から監視カメラで監視できるようにすること。
	
	
	

	（４）施工計画
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	
	279
	· 工程表は、ガントチャート又はネットワーク等で作成し根拠を提示すること。
	
	
	

	
	
	
	280
	· 作業フロー、施工方法、施工上の留意事項、試運転計画、仮設備の構造・配置、土工・山留め計画、残土・仮置き土計画、仮排水、運搬路、交通管理、環境対策、工事に伴う濁水対策、安全に関する仮設備等の施工に関する事項を明確にすること。
	
	
	

	
	
	
	281
	· 工程管理、安全管理、出来高管理方法を明確にすること。
	
	
	

	
	
	
	282
	· 事業者及び水道課との管理区域を明確にし、既存浄水場の運用、運転管理に従事する者の日常業務等に支障をきたさないこと。
	
	
	

	
	
	
	283
	· 設備、建物、配管等の新設、切り替え、撤去の手順を明確にすること。
	
	
	

	
	
	
	284
	· 試運転時及び切り替え時の既存及び更新浄水場運転方法、水運用を明確にすること。
	
	
	

	（５）申請書類の作成
	285
	· 本業務に関わる関係機関との協議は水道課が行うが、事業者は、工事概要、図面、計算書、設計書、出典資料等の申請・届出及び協議に必要となる資料の作成を行うこと。本業務期間中においては、以下の申請・届出の必要が見込まれる。 
ａ　国庫補助（又は交付金）申請に関するもの（申請、実績報告、関係機関検査、等）
ｂ　建築確認申請 
ｃ　特定施設設置（許可申請、変更届出、使用届出、等） 
ｄ　消防法関係届出（少量危険物貯蔵、変電設備設置届出、等） 
ｅ　その他事業の進捗に応じて必要となる申請・届
	
	
	

	（６）照査業務
	286
	· 本業務の設計業務については、設計期間中に段階的な照査（基本条件決定時、設計条件決定時、基本設計完了時、実施設計完了時、各種報告書作成時等）を行い、各段階において設計内容や照査結果について水道課の承諾を得て次の段階の作業を進めること。
· 設計業務着手前に照査計画書を提出し、水道課の承諾を得たのち設計業務に着手すること。
	
	
	

	（７）出来高検査及び完成検査
	287
	· 事業者は、設計業務過程の出来高について水道課に報告し、出来高検査及び完了検査を受けること。
· 詳細は水道課の指示に従うこと。
	
	
	

	（８）設計図書の提出
	288
	· 事業者は、設計業務に関し以下の書類を提出すること。仕様、部数及び様式等は水道課の指示に従うこと。
· 図書についてはオリジナルデータ、PDF データとし、図面データについてはオリジナルデータ、SFC データ、PDF データを収録する。
	
	
	

	４　施工業務
	－
	－
	－
	－
	－

	（１）業務の内容
	289
	· 本業務は「設計業務」の成果に基づき、工事を実施する業務である。
· 事業者は、関連法令補遵守、仕様書等の適応により、工事の安全の確保に十分留意するとともに、工事前に設計照査を行い、設計図書に基づく工事計画書を作成し、水道課の確認を得た後に建設工事を実施すること。
	
	
	

	（２）業務の実施に当たっての要求事項
	－
	－
	－
	－
	－

	
	1 工事全般
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	290
	· 事業者は工事状況を水道課に毎月報告するほか、水道課からの要請があれば施工の事前説明及び事後説明を行うこと。
· 水道課は、適宜工事現場での施工状況の確認を行うことができるものとする。
	
	
	

	
	
	イ
	291
	· 事業者は着工に先立ち近隣の調査等を十分に行い、理解と協力を得て円滑な進捗を図ること。
	
	
	

	
	
	ウ
	292
	· 事業者は工事関係者の安全確保と環境に十分配慮すること。
	
	
	

	
	
	エ
	293
	· 既存設備の工事にあたっては、既存施設の運転に支障をきたさない工程及び工法とすること。
	
	
	

	
	
	オ
	294
	· 使用する機材等の規格はJWWA、JIS に合致したものとし、新品に限るものとする。
	
	
	

	
	
	カ
	295
	· JWWA、JIS の規格が無い場合は、求められる品質等が確保されるものを使用する。
	
	
	

	
	
	キ
	296
	· 工事の施工に必要な用地は事業者が確保すること。
· 用地については水道課と協議の上、運転維持管理に支障がない範囲での使用は認めるものとする。
	
	
	

	
	
	ク
	297
	· 更新用地の不要な工作物、樹木等の撤去は本業務の対象とする。
	
	
	

	
	
	ケ
	298
	· 工事に伴い発生する全ての撤去品は事業者の責任において法令に則り適切に処分すること。
	
	
	

	
	
	コ
	299
	· 原水・浄水に触れる資機材は、国土交通省の「水道施設の技術的基準を定める省令」で定める浸出試験を満足するものを使用すること。
	
	
	

	
	②施工に関する事項
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	300
	· 多数の工事が一定期間に集中する場合、事故の発生が懸念されることから、同時期における複数工事実施中の安全性確保対策を策定し、実施すること。
	
	
	

	
	
	イ
	301
	· 安全性・衛生性確保対策においては、工事に従事する者に加え、既存浄水場の運転維持管理に従事する者についても考慮すること。
	
	
	

	
	
	ウ
	302
	· 水処理の安定性を損なわないよう、施工中の水処理の安定性確保について、十分な対策を行うこと。
	
	
	

	
	
	エ
	303
	· 上記対策は、処理水量及び水質に影響を及ぼす、あらゆる事態を想定したものとすること。
	
	
	

	
	
	オ
	304
	· 本工事では工程に影響を与えるあらゆる事象を想定したうえで、全体工程を適切に管理し、工事スケジュールを遵守すること。
	
	
	

	
	
	カ
	305
	· 工事期間中は、浄水場に工事車両が多数出入りするため、施工に伴う浄水場周辺の交通量増加が想定されることから、交通渋滞の抑制、歩行者等の安全確保等、周辺住環境への影響の低減についての対策を行うこと。
	
	
	

	
	
	キ
	306
	· 交通量増加の他、施工に伴う影響把握のため、周辺地域の事前調査を十分に実施すること。
	
	
	

	
	
	ク
	307
	· 関連する条例等に定める内容のみならず、浄水場周囲の住環境に配慮した計画及び施工とすること。
	
	
	

	
	
	ケ
	308
	· 施工中及び整備後の水源浄水場の維持管理において、水音、機械音、換気音等の防音対策や振動対策について留意すること。また、整備対象施設の建設工事終了後、施設の引き渡し前に事後調査（周辺環境調査（騒音・振動・臭気等）、電波障害調査等）を実施し、水道課に調査結果を報告書として提出すること。
	
	
	

	
	
	コ
	309
	· 事業者は、水道課が発注した関連工事との調整を率先して行い、その他の工事の円滑な施工に協力すること。また、水道課が行う工事監理に協力すること。
	
	
	

	
	
	サ
	310
	· 各検査の検査結果が、本要求水準及び技術提案書の提案事項に達しなかったとき、事業者は、補修工事その他必要な追加工事を自己の負担において行うこと。
	
	
	

	
	
	シ
	311
	· 土木施設、建築施設における基礎及び土中水槽躯体部分等の施工後の確認が困難な箇所については、事業者が確認書類を作成し、施工前に水道課の承諾を得ること。
	
	
	

	
	③工事工程
	312
	· 工事工程は、表3の事業スケジュール（予定）に示すとおりとし、予定期日までに水源浄水場の供用を開始し、予定期日までにすべての工事を完了すること。
	
	－
	－

	
	④工事期間中の対応
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	313
	· 建築基準法（昭和25年法律第201号）第5条の4第2項に規定されている工事監理者を定め、工事監理を行うこと。また、その他の工種についても工事監理を行うこと。
	
	
	

	
	
	イ
	314
	· 施工前に承諾図を作成し、水道課の承諾後施工を行うこと。
	
	
	

	
	
	ウ
	315
	· 建設工事に必要となる電力、ガス、水道等は事業者自ら調達管理を行うこと。
	
	
	

	
	
	エ
	316
	· 建設工事期間中の汚水、雑排水及び雨水排水は事業者において対応すること。
	
	
	

	
	
	オ
	317
	· 特定建設作業に関する規制基準を遵守すること。
	
	
	

	
	
	カ
	318
	· 工事期間中における工事車両の出入りにあたって、当該地域の通行状況を考慮した安全対策を講じること。
	
	
	

	（３）試運転調整
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	319
	· 事業者は、既存浄水場の運転管理に支障がないように試運転を行い、個々の設備及び施設全体としての性能及び機能を確認すること。
	
	
	

	
	
	イ
	320
	· 試運転が可能な電力及び薬品を確保するとともに、原水取水及び排水処理についても試運転が可能なシステムとすること。
· 試運転の実施前に試運転実施計画書を作成し、水道課に提出及び確認を受けること。
	
	
	

	
	
	ウ
	321
	· 試運転に必要となる電力は、事業者が電力会社と仮設（臨時）にて高圧受電の契約を行う。
· 仮設受電設備にかかる工事費、試運転にかかる電力料金等必要な費用は事業者負担とする。
	
	
	

	
	
	エ
	322
	· 試運転に必要となる薬品や浄水汚泥処理については、事業者負担とする。
	
	
	

	
	
	オ
	323
	· 供用開始前の試運転に必要な水については、水道課が負担する。
	
	
	

	
	
	カ
	324
	· 試運転に必要となる設備（仮設含む）及び薬品洗浄排水等、既存排水処理設備への流入が認められない排水の処理については、事業者負担とする。
	
	
	

	
	
	キ
	325
	· 試運転排水を場外へ放流・排水する場合には、排水施設設計に示す条件を満足すること。
· 水質検査費用については、事業者負担とする。
	
	
	

	
	
	ク
	326
	· 試運転期間中における取水・排水計画は、事業者にて提案書を提出すること。
· 令和6年度現在の原水の取水可能量は、約12,000m3/日である。
	
	
	

	
	
	ケ
	327
	· 水道法第13 条に基づく給水開始前の水質検査に合格すること。
· 水質検査費用については、事業者負担とする。
	
	
	

	
	
	コ
	328
	· 試運転期間中、水源浄水場の運転管理に従事する者へ運転管理及び維持管理について指導するとともに、水処理に関する助言を行い、運転マニュアルに反映すること。
	
	
	

	（４）運転マニュアル作成及び教育・訓練
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	329
	· 事業者は、本事業で整備した施設、設備等の運転操作や保守点検等、施設の維持管理で必要となる運転管理マニュアルおよび保守点検マニュアル等を作成すること。
	
	
	

	
	
	イ
	330
	· 作成にあたっては、水道課の意見・要望を反映するため、市職員へのヒアリング等を実施し、作成した運転管理マニュアル等を用いて市職員への運転指導等を行うこと。
	
	
	

	
	
	ウ
	331
	· 事業者は更新施設を安全に運転可能な運転管理マニュアルを作成し、水道課の承諾を得たものを納品すること。
	
	
	

	
	
	エ
	332
	· 本事業対象外の新設・更新、既存施設との関連項目について含めること。
	
	
	

	
	
	オ
	333
	· 実験及び試運転等で得た知見をもとに、浄水水質要求水準を常に満足することを目的に、原水水質に応じた各薬品（活性炭、アルカリ剤、塩素剤、凝集剤等）の最適注入率を示し、原水水質の変動（季節変動、時間変動等）に応じた薬品注入率を示したものとすること。
· 指標となる水質項目と薬品注入率の設定方法、根拠を提示すること。
	
	
	

	
	
	カ
	334
	· 本マニュアルは、機器の取り扱い説明書とは異なるものであり、通常時の運転方法に加え、以下の例に示すような非常時（災害及び事故）の対応についても示したものとすること。
災害及び事故の例：雷害（直撃雷、誘導雷等）、停電（自然災害、電力会社側の事故、事業者設備側の場内事故、第三者による過失等）、設備故障（受配電、制御・計装、ポンプ・バルブ、薬品注入設備等）、管路事故（破裂出水）、水質汚染事故（クリプトスポリジウム検出時、薬品注入設備誤操作、原水の異臭味発生、油・薬物混入、等）、新型インフルエンザ対応（人員減時の対応等）、テロ（各施設の破壊、薬物混入等）、火災、地震
	
	
	

	
	
	キ
	335
	· 非常時の対応については、BCP等の視点に基づき、非常時における優先作業が容易に理解できるマニュアルとすること。
	
	
	

	
	
	ク
	336
	· 施設引き渡し前後における水道課及び委託する運転維持管理業者に対する教育訓練計画を策定し、運転管理等を習熟するための教育訓練を実施すること。
	
	
	

	（５）施設台帳作成支援
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	337
	· 更新施設、設備及び配管について、水道課が提示した様式に則してデータを作成し、水道課が指定する設備台帳システムへのデータ登録が容易になるようにすること。
	
	
	

	
	
	イ
	338
	· 水道課と協議・調整の上、関連する図面やCAD データ、写真等のデータ登録に必要な情報についても合わせて整理すること。
	
	
	

	（６）環境対策
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	339
	· 資源に配慮すること。
	
	
	

	
	
	イ
	340
	· 省エネルギーに配慮すること。
	
	
	

	
	
	ウ
	341
	· 温室効果ガスの排出抑制に配慮すること。
	
	
	

	
	
	エ
	342
	· 周辺の生活環境（騒音、振動、臭気及び交通等）に配慮すること。
	
	
	

	
	
	オ
	343
	· 周辺の景観に配慮すること。
	
	
	

	（７）建設工事に伴う各種申請書類作成
	344
	· 建設工事に伴う各種申請書類等の作成及び申請・届出は、事業者の責任において行うこと。
	
	
	

	（８）衛生管理
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	345
	· 事業者が、水道施設構内およびその付近で業務を行う際は、関係法令を遵守し、衛生管理に十分注意すること。
	
	
	

	
	
	イ
	346
	· 事業者は、既存浄水場の敷地内に入場する作業員等については、水道法第21条および水道法施行規則第16条に基づく健康診断（腸内細菌検査・腸管出血性大腸菌検査）の検査結果報告書を作業開始日までに提出すること（写し可）。
· 作業期間が同報告書の発行日から起算して６か月を超える場合は新たに検査を実施し、結果報告書を提出するものとする。
	
	
	

	（９）出来高検査及び完成検査
	－
	－
	－
	－
	－

	
	
	ア
	347
	· 事業者は建設工事過程の出来高について水道課に報告し、出来高検査及び完成検査を受けること。
	
	
	

	
	
	イ
	348
	· 検査に要する費用は、事業者負担とする。
	
	
	

	
	
	ウ
	349
	· 水道法第 13 条の給水開始前検査について、水道課に協力すること。
	
	
	

	
	
	エ
	350
	· 国庫補助対象施設について水道課が行う業務（実績報告、会計検査等）に協力すること。
	
	
	

	（１０）完成図書の提出
	351
	· 工事に関する図書等について、適切な時期に、必要な仕様と部数等で提出することを計画しているか。
	
	
	


（様式Ⅳ－８－１）
	主要施設リスト（土木構造物）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	番号
	構造物名称
	主な用途
	仕様

	例：1
	例：混和池
	例：凝集剤の混和
	ＲＣ造 Ｗ○×Ｌ○×Ｈ○ｍ
基礎：　　　　　　　　　　　　　　　等

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－２）
	主要施設リスト（建築構造物）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	番号
	構造物名称
	主な用途
	仕様

	例：1
	例：管理棟
	運転管理、‥‥
	ＲＣ造 ○階立て
基礎：　　　　　　　　　　　　　　　等

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－３）
	主要設備リスト（機械設備：浄水施設、薬注施設、送配水施設）　　　　　　　　　【制限なし】

	番号
	機器名称
	主寸法
	定格
	台数
	仕様

	例：1
	例：送水ポンプ
	φ○.○○ｍ
	△△kW
	□
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－４）
	主要設備リスト（機械設備：排水施設）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	番号
	機器名称
	主寸法
	定格
	台数
	仕様

	例：1
	例：返送ポンプ
	φ○.○○ｍ
	△△kW
	□
	ステンレス製

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－５）
	主要設備リスト(電気設備：受変電・自家発電・直流電源・運転操作設備)　　　　　【制限なし】

	番号
	機器名称
	構 造
	形 式 等
	配電盤の規格
	主要設備の規格

	例：1
	例：引込受電盤
	屋内閉鎖形
	ＰＷ－○○
	ＪＥＭ-○○○○
	ＪＥＣ-○○○○
ＪＥＣ-○○○○

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－６）
	主要設備リスト（中央監視制御設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	番号
	機器名称
	監視方式
	入出力点数
	速  度
	備  考

	例：1
	例：監視制御装置 ○台
	LCD方式
（大型ディスプレイ）
	最大ＡＩＯ　○点
最大ＤＩＯ　○点
最大ＰＩＯ　○点
	ＬＡＮ○
Ｍｂ/Ｓ
	記憶装置
日報○日
月報○か月
年報○年

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－７）
	主要設備リスト（計測設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	番号
	機器名称
	型　式
	使用目的
	測定スパン
	測定頻度

	例：1
	例：浄水池流量計
（瞬時）（積算）
	電磁式φ○
	送水量の確認
	0～○○○m3/ｈ
	常時

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－８）
	年度別事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【１頁】

	（単位：円）
費　目
内容・算定根拠
事業期間（設計含む）
合　計
令和８年度
令和９年度
令和10年度
令和11年度
令和12年度
1.設計業務①
2.工事費②
1)土木工事
2)建築工事
3)機械設備工事
4)電気設備工事
直接工事費　計
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
工事費　計 ②
3.その他③
合計 ①＋②＋③
※消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※出来高予定額により記入すること。
※必要に応じて行を追加すること。



（様式Ⅳ－８－９）
	点検リスト（土木構造物）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	対象施設
	番号
	構造物名称
	点検項目
	方法
	頻度

	例：浄水施設
	1
	例）電気室
	躯体の亀裂
	現場作業員による目視点検
	１回／１年

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－10）
	点検リスト（建築構造物）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	対象施設
	番号
	構造物名称
	点検項目
	方法
	頻度

	例：浄水施設
	1
	例）沈殿池
	躯体の亀裂
	現場作業員による目視点検
	１回／１年

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－11）
	点検リスト（機械設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	番号
	対象施設
	機器名称
	点検項目
	方法
	頻度

	例：○
	浄水施設
	送水ポンプ
	減速部の軸・軸受け
	メ－カによる点検
	１回／１年

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－12）
	点検リスト（電気設備：受変電・自家発電・直流電源・無停電電源・運転操作設備）　【制限なし】

	番号
	対象箇所
	機器名称
	点検項目
	方法
	頻度

	例：○
	受変電設備
	変圧器
	保護装置の配線、接続部の状況
	メーカーによる点検
	１回／１年

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－13）
	点検リスト（中央監視制御設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	番号
	対象箇所
	機器名称
	点検項目
	方法
	頻度

	例：○
	管理室
	プロセス入出力装置
	冷却ファン清掃動作点検
	清掃、動作確認
	１回／１年

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－14）
	点検リスト（計測設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	番号
	対象箇所
	機器名称
	点検項目
	方法
	頻度

	例：○
	浄水池
	電磁流量計
	ゼロ点校正
	メーカーによる点検
	１回／１年

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－15）
	修繕リスト（土木構造物）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	番号
	構造物名称
	対象箇所
	修繕項目
	頻度
	修繕内容

	例：○
	例：混和池
	外壁
	亀裂
	１回／１年
	業者による施工

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－16）
	修繕リスト（建築構造物）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	番号
	構造物名称
	対象箇所
	修繕項目
	頻度
	修繕内容

	例：○
	例：電気室
	外壁
	亀裂
	１回／１年
	業者による施工

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－17）
	修繕リスト（機械設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	番号
	対象施設
	機器名称
	修繕項目
	頻度
	修繕内容

	例：○
	浄水施設
	ろ過装置
	ろ過装置交換
	１回／5年
	メーカーによる交換

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－18）
	修繕リスト（電気設備：受変電・自家発電・直流電源・無停電電源・運転操作設備）　【制限なし】

	番号
	対象箇所
	機器名称
	修繕項目
	頻度
	修繕内容

	例：○
	受変電設備
	変圧器
	コンデンサ
	1回／10年
	メーカーによる交換

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－19）
	修繕リスト（中央監視制御設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	番号
	対象箇所
	機器名称
	修繕項目
	頻度
	修繕内容

	例：○
	管理室
	プロセス入出力装置
	本体交換
	1回／15年
	メーカーによる交換

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－20）
	修繕リスト（計測設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	番号
	対象箇所
	機器名称
	修繕項目
	頻度
	修繕内容

	例：○
	浄水池
	電磁流量計
	本体交換
	1回／15年
	メーカーによる交換

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（様式Ⅳ－８－21）
	維持管理費用計画(1)　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	　維持管理費を以下のとおり算定すること。
１．20年間にかかる総費用(①動力費、②薬品費、③修繕費、④保守点検費)を算定すること
　２．対象水量は水収支計算書によること
　３．消費税及び地方消費税は計上しない
項目
２０年間の維持管理費の合計額
（単位：円）
①
動力費
②
薬品費
③
修繕費
④
保守点検費
合計
４．各費用の算定条件を以下に示す。
①動力費算定条件
ア．動力費は以下の条件で算定すること。
　・浄水場内（取水井から浄水池）の浄水運用及び浄水場から配水池までの送水運用に係わる電気料金を対象とする。
　・建築付帯動力、建築付帯照明に係る電力費は対象としない。ただし、当該負荷容量は契約電力のために計算すること。自家発電設備は含まない。
　・電力料金は、公募時点の中部電力（株）の電気供給約款により算定する。
　・契約（料金）メニューは設備容量や動力費等の根拠に基づいて設定する。
　・燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮せず、基本料金と電力量料金より算定する。
　・力率は平均力率95％とする。
②薬品費条件
ア．薬品単価（消費税抜き）は、次のとおりとすること（単価は市の使用実績）
次亜塩素酸ナトリウム
［円/ｋｇ］
50円76銭
ポリ塩化アルミニウム
［円/ｋｇ］
47円19銭
水酸化ナトリウム
［円/ｋｇ］
27円39銭
イ．注入率の決定の根拠を提出し、ア以外の薬品を使用する場合には、薬品単価の根拠を提示のこと
③修繕費条件
ア．２０年間での消耗品の交換回数は機器毎に各自設定し、根拠を提出すること
イ．対象とする消耗品の労務費は各自単価で計上（労務費を含む金額を記入）のこと
ウ．本業務における整備対象施設を対象とする。
④保守点検費条件
ア．２０年間での点検頻度・点検内容は機器毎に各自設定し、根拠を提出すること
イ．保守点検に要する労務費は各自単価で計上（労務費を含む金額を記入）すること
ウ．本業務における整備対象施設を対象とする。


（様式Ⅳ－８－22）
	維持管理費用計画(2) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	維持管理費算出根拠
項目
計（20年間）
1年目
2年目
3年目
・・・
・・・
20年目
１．動力費
(a) 電気容量
kW
(b) 単価（基本料金）
円/kW
(c) 使用月数
月
(d) 基本料金
円
(e) 電力使用量
kWh/日
(f) 単価（電力量）
円/kWh
(g) 年間日数
日
(h) 電力使用料金
円
動力費　計
円
２．薬品費
(a) 次亜塩素酸ナトリウム使用量
ｋｇ/日
(b) PAC使用量
ｋｇ/日
(c) 粉末活性炭使用量
ｋｇ/日
(d) 消石灰使用量
ｋｇ/日
(e) 炭酸ガス使用量
ｋｇ/日
(f) 
ｋｇ/日
(g) 次亜塩素酸ナトリウム単価
円/kg
(h) PAC単価
円/kg
(i) 粉末活性炭使用量
円/kg
(j) 消石灰使用量
円/kg
(k) 炭酸ガス使用量
円/kg
(l) 
円/kg
(m) 薬品費（一日あたり）
円/日
(n) 年間日数
日
薬品費　計
円
３．修繕費
(a) 急速攪拌機（例）
円
(b) 緩速撹拌機（例）
円
(c) 計装機器更新費
円
(d) 
円
(e) 
円
修繕費　計
円
４．保守点検費
(a) 急速攪拌機（例）
円
(b) 緩速撹拌機（例）
円
(c) 
円
(d) 
円
(e) 
円
保守点検費　計
円
５．維持管理費集計
維持管理費　計
円



（様式Ⅳ－８－23）
	維持管理費用計画(3)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	　　電力量算出根拠
(1)契約電力
　　　　　　　　　　　　　　　kW
　　(2)電力使用量
浄水処理系（水処理・薬品注入・送水ポンプ設備）
No.
機　器　名　称
負荷
容量
［kW］
設置
台数
［台］
設置
容量
［kW］
常用
台数
［台］
常用
容量
［kW］
運転
時間
［h/日］
負荷率
［％］
使用量
[kWh/日]
運転
日数
［日/年］
年間
使用量
[kWh/年]
備考
1
2
3
４
5
6
7
8
9
10
11
12
合　　　計
－
－
－
－
－
－
最大実働容量
kW
その他（建築付帯動力）
No.
機　器　名　称
負荷
容量
［kW］
設置
台数
［台］
設置
容量
［kW］
常用
台数
［台］
常用
容量
［kW］
運転
時間
［h/日］
負荷率
［％］
使用量
[kWh/日]
運転
日数
［日/年］
年間
使用量
[kWh/年]
備考
1
○○棟建築付帯照明
2
3
４
5
6
7
8
9
10
11
12
合　　　計
－
－
－
－
－
－
最大実働容量
kW
その他（建築付帯電灯）
No.
機　器　名　称
負荷
容量
［kW］
設置
台数
［台］
設置
容量
［kW］
常用
台数
［台］
常用
容量
［kW］
運転
時間
［h/日］
負荷率
［％］
使用量
[kWh/日]
運転
日数
［日/年］
年間
使用量
[kWh/年]
備考
1
○○棟建築付帯照明
2
3
４
5
6
7
8
9
10
11
12
合　　　計
－
－
－
－
－
－
最大実働容量
kW



（様式Ⅳ－９）
施設計画図面集は別途A3判見開き製本（自由様式　枚数制限なし）で提出すること。
（様式Ⅳ－10）
	提　案　価　格　書
金額
百
拾
億
千
百
拾
万
千
百
拾
円
（消費税等抜き）
ただし（件名）
上記のとおり貴市の説明事項に基づいた見積りの上、提案価格とします。
令和　　年　　月　　日
（見積者）　　　 所　 在 　地
商号又は名称
代表者氏名
印
（宛先）
刈谷市水道事業刈谷市長



（様式Ⅳ－11－１）
	提案価格内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	　　1)土木工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
項目
名称
規格
数量
単位
単　価
金　　額
備考
着水井
1
式
1-1号内訳書
急速攪拌地
1
式
1-2号内訳書
フロック形成池
1
式
1-3号内訳書
沈殿池
1
式
1-4号内訳書
急速ろ過池
1
式
1-5号内訳書
後塩素混和池
1
式
1-6号内訳書
浄水池
1
式
1-7号内訳書
洗浄排水池
1
式
1-8号内訳書
造成
1-9号内訳書
場内整備
1-10号内訳書
場内配管
1-11号内訳書
・・・上記工種は参考であり、提案工種により変更可能。
内訳書の書式はこの様式とすること。
直接工事費　計
経費
工事価格



1/5

（様式Ⅳ－11－１）
	提案価格内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	　　2)建築工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
項目
名称
規格
数量
単位
単　価
金　　額
備考
管理棟
1
式
2-1号内訳書
送水ポンプ棟
1
式
2-2号内訳書
薬品注入棟
1
式
2-3号内訳書
・・・上記工種は参考であり、提案工種により変更可能。
内訳書の書式はこの様式とすること。
直接工事費　計
経費
工事価格



2/5

（様式Ⅳ－11－１）
	提案価格内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	　　3)機械設備工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
項目
名称
規格
数量
単位
単　価
金　　額
備考
薬品混和設備
1
式
3-1号内訳書
沈殿設備
1
式
3-2号内訳書
急速ろ過設備
1
式
3-3号内訳書
浄水池設備
1
式
3-4号内訳書
排水処理設備
1
式
3-5号内訳書
薬品注入設備
1
式
3-6号内訳書
サンプリング設備
1
式
3-7号内訳書
ポンプ設備
1
式
3-8号内訳書
・・・上記工種は参考であり、提案工種により変更可能。
内訳書の書式はこの様式とすること。
直接工事費　計
経費
工事価格



3/5

（様式Ⅳ－11－１）
	提案価格内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	　　4)電気設備工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
項目
名称
規格
数量
単位
単　価
金　　額
備考
電気計装設備
1
式
4-1号内訳書
受変電設備
1
式
4-2号内訳書
中央監視制御設備
1
式
4-3号内訳書
・・・上記工種は参考であり、提案工種により変更可能。
内訳書の書式はこの様式とすること。
直接工事費　計
経費
工事価格



4/5

（様式Ⅳ－11－１）
	提案価格内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【制限なし】

	　　5)設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
項目
名称
規格
数量
単位
単　価
金　　額
備考
着水井設計
1
式
5-1号内訳書
急速ろ過設備設計
1
式
5-2号内訳書
・・・上記工種は参考であり、提案工種により変更可能。
内訳書の書式はこの様式とすること。
直接工事費　計
経費
工事価格



5/5

（様式Ⅳ－11－２）
	年度別事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【１頁】

	（単位：円）
費　目
内容・算定根拠
事業期間（設計含む）
合　計
令和８年度
令和９年度
令和10年度
令和11年度
令和12年度
1.設計業務①
2.工事費②
1)土木工事
2)建築工事
3)機械設備工事
4)電気設備工事
直接工事費　計
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
工事費　計 ②
3.その他③
合計 ①＋②＋③
※消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※出来高予定額により記入すること。
※必要に応じて行を追加すること。
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